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１ 基本的な事項 １ 基本的な事項 

（１）稲敷市の概況 （１）稲敷市の概況 

ア 市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 ア 市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

本市は、平成17年３月22日に江戸崎町、新利根町、桜川

村、東町が合併したことにより誕生し、茨城県の南部、首都

東京より60km圏に位置しています。北側には国際的な研究学

園都市「つくば」を、南側には世界への玄関口「成田」を擁

しており、これらの核都市と首都圏中央連絡自動車道で結ば

れています。総面積は205.81k㎡（霞ヶ浦を含む。）で、東西

約23㎞、南北約14㎞と細長い形状です。 

霞ヶ浦、利根川、新利根川、小野川などの水辺環境を有す

る水郷地帯であり、豊かな自然環境と温暖な気候に恵まれて

います。 

基幹産業は、水稲を中心とする農業です。総面積のうち約4

稲敷市は、茨城県の南部、首都東京より60km圏に位置して

おり、地域の北側には国際的な研究学園都市「つくば」を、

南側には世界への玄関口「成田」を擁しており、これらの核

都市と首都圏中央連絡自動車道で結ばれています。平成17年

３月22日に江戸崎町、新利根町、桜川村、東町が合併してで

きた田園都市で、総面積は205.81k㎡（霞ヶ浦を含む。）で、

東西約23㎞、南北約14㎞と細長い形状です。 

稲敷台地と広大な水田地帯からなり、霞ヶ浦、利根川、新

利根川、小野川などの水辺環境に恵まれています。令和元年

の年間平均気温は15.6℃、年間降水量は1377.5mmで、豊かな

自然環境と温暖な気候に恵まれた地域です。 



0％が田であり、関東有数の米どころとなっています。 

また、東京圏へのアクセスに優れている本市の立地特性を

生かし、これまで７つの工業団地を形成するなど、雇用機会

の創出を図ってきました。近年では、首都圏中央連絡自動車

道の４車線化や成田国際空港が進める“更なる機能強化”に

より、地域内の開発ポテンシャルが高まりつつあります。 

基幹産業は稲作を中心とする農業で、市の総面積のうち約4

0％が田となっています。また、市内に２つある首都圏中央連

絡自動車道のインターチェンジを活用したまちづくりを行っ

ており、工業団地は市内に７か所立地しています。 

公共交通は、市内に鉄道駅はなく、多くの市民の移動手段

はマイカーとなっています。路線バスは人口減少に伴う利用

者減により、廃線や減便が進んでおり、利用者は不便を強い

られている中、市では民間バス事業者へ補助金を交付し、路

線バス運行の継続支援を行い、また、タクシー券の補助事業

等の施策により市民の移動の足の確保に努めています。 

  

イ 市における過疎の状況 イ 市における過疎の状況 

昭和30年代以降、高度経済成長により、農山漁村の人口が

急激に都市に流入しました。本市においても、旧４町村のす

べてで、昭和40年代初頭までは徐々に人口が減少していきま

したが、「地域間の均衡ある発展」を標榜した全国総合開発

計画や、その後の新全国総合開発計画の流れを受け、昭和40

年後期からは微増に転じました。 

平成に入ると、バブル経済下での地価高騰による通勤圏拡

大の流れを受け、人口増加期を迎えます。この傾向を旧町村

別にみると、旧江戸崎町、旧新利根町では人口増加がみら

れ、特に旧江戸崎町では著しく増加しました。一方で、農村

部が大半の旧桜川村、旧東町では増加を示していないのが特

昭和30年代以降、高度経済成長により、農山漁村の人口が

急激に都市に流入し、本市においても旧４町村の全てにおい

て昭和40年代初頭まで人口は徐々に減少していきましたが

「地域間の均衡ある発展」を標榜した全国総合開発計画や、

その後の新全国総合開発計画の流れを受け、昭和40年後期か

らは微増に転じました。 

その後、平成に入り、バブル経済下での地価高騰による通

勤圏拡大の流れを受け、人口増加期を迎えます。この傾向を

旧町村別にみると、旧江戸崎町、旧新利根町では人口増加が

みられ、特に旧江戸崎町では著しい増加がみられましたが、

農村部が大半の旧桜川村、旧東町では増加を示していないの



徴です。  

加えて、この増加期においては、旧江戸崎町と旧新利根町

が属する稲敷東部台都市計画区域での市街化区域・市街化調

整区域の指定、いわゆる「線引き(平成６年３月)」の駆け込

み需要により、平成２年から７年の５年間の増加人口は6,300

人程度 (≒1,300人／年)と、全国の市町村の中でもトップク

ラスとなりました。 

しかしながら、平成10年をピークに、総人口は減少傾向に

転じていきます。平成17年の合併「稲敷市」誕生後は、特に

近隣の常磐線沿線やつくばエクスプレス沿線の新興住宅地を

中心に、市全域から若年世代、子育て世代が多く流出し、超

急速に人口減少が進んでいます。 

このような状況の中、平成27年国勢調査の結果、旧桜川村

が高齢者比率35.0％、長期人口減少率（S50→H27）24.2％、

中期人口減少率（H2→H27）26.0％となり、令和３年４月１日

に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法」に基づき過疎地域として指定されました。 

さらに、令和２年国勢調査の結果、市全域での中期人口減

少率（H7→R2）が24.4％となり、令和４年４月１日には市全

域が過疎地域として指定されました。 

が特徴です。  

この増加期は、バブル経済の地価高騰による通勤圏の拡大

や、旧江戸崎町と旧新利根町が属する稲敷東部台都市計画区

域での市街化区域・市街化調整区域の指定、いわゆる「線引

き(平成６年３月)」の駆け込み需要によるものであり、平成

２年から７年の５年間の増加人口は6,300人程度(≒1,300人／

年)と、全国の市町村の中でもトップクラスの人口増加を示し

ていました。 

しかしながら、平成10年をピークに、総人口は減少傾向に

転じていきます。平成17年の合併「稲敷市」誕生後は、特に

近隣の常磐線沿線やつくばエクスプレス沿線の新興住宅地を

中心に市全域から若年世代、子育て世代が多く流出し、超急

速に人口の減少が進んでいる状況です。 

そのような中、旧桜川村が平成27年国勢調査による高齢者

比率35.01％、長期人口減少率（S50→H27）75.82％、中期人

口減少率（H2→H27）74％となり、令和３年４月１日に施行さ

れた「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に

より過疎地域として指定されました。 

さらに、令和２年の国勢調査の結果、市全域での中期人口

減少率（H7→R2）が75.6％となり、令和４年４月１日からは

市全域が過疎地域として指定されました。 

  

ウ 市の社会経済的発展の方向の概要   ウ 市の社会的経済的発展の方向の概要 



本市では、人口減少・少子高齢化の急激な進展に伴い、労

働力人口も年々減少しており、税収減や経済成長の鈍化が懸

念されています。また、農業従事者の高齢化や離農者の増加

による農地の荒廃、集落機能の低下、空き家の増加など、本

市を取り巻く状況は、一層厳しさを増しています。 

一方、本市は東京圏へのアクセスに優れているほか、首都

圏中央連絡自動車道の４車線化や成田国際空港が進める“更

なる機能強化”などにより、地域内の開発ポテンシャルが高

まりつつあることから、この好機をとらえ産業の活性化に取

り組む必要があります。 

また、全国的に価値観の多様化やライフスタイルの転換が

進み、自然環境や農業への関心の高まりや地方への移住志向

が強まっている等の背景もあることから、自然豊かな本市の

観光資源・地域資源の活用、農業の担い手の確保、Ｕターン

を含めた移住・定住促進のための住環境整備やプロモーショ

ンがますます重要となっています。 

稲敷市では平成17年３月の合併以来、新市の一体感の醸成

をはじめ、多くの合併効果の発揮に向けた取り組みを推進し

てきました。その中でも特に市の最重要課題として取り組ん

できたのが人口減少・少子高齢化対策ですが、十分な効果を

得るには至っていません。 

加えて、行政サービスのあり方においても、これまでは多

様化・高度化する市民ニーズに応えるように財源的にも人材

的にも多くを投入してきましたが、その余力を生み出すには

かなりの工夫が必要な状況となっています。 

人口減少・少子高齢化対策においては、人口増加や減少率

の向上、出生数の増加や出生率の改善など、数値や量の議論

を中心に行ってきましたが、この視点の解決には限界が見え

つつあり、これからの稲敷市の行政サービスの行き先を模索

している中、新型コロナウイルス感染症が流行し、地域経済

や住民生活に多大な影響を及ぼしています。 

労働力人口の減少、農地の荒廃、集落機能の低下など過疎

地域を取り巻く環境は厳しい状況ですが、一方で豊かな自然

環境は“心の豊かさ”や“ゆとり”、“温かさ”を感じるこ

とができます。また、新型コロナウイルス感染症の流行は、

都市部ではなく地方での暮らしへの関心の高まりなど、国民

の意識・行動が変化するきっかけとなったことも事実です。

これからは稲敷市に住んでの幸福感や満足度の高い生活の提

供が人口減少・少子高齢化対策の軸足であると考え、行政サ



ービスにおいても、現在のやり方を見直し、持続可能なまち

づくりへの転換を図るべく、量的な視点のまちづくりだけで

なく、生活の質にも視点をおいた施策を展開していきます。 

  

（２）人口及び産業の推移と動向 （２）人口及び産業の推移と動向 

本市の人口は、昭和50年国勢調査では41,418人でしたが、平

成７年には51,652人まで増加し、平成10年にピークを迎えま

す。しかし、その後は減少の一途をたどっており、令和２年国

勢調査では39,039人となっています。特に、平成７年から令和

２年までの25年間では人口が24.4％減少しています。年齢別に

みると、令和２年の若年者比率が11.2％、高齢者比率は36.7％

と、人口減少に加え少子高齢化が顕著となっています。 

産業別の就業人口は、平成７年の総数は25,245人、内訳は第

１次産業就業人口が2,688人で10.6％、第２次産業就業人口が9,

923人で39.3％、第３次産業就業人口が12,634人で50.0％となっ

ています。令和２年には総数が18,108人と25年間で約30％減少

し、内訳は第１次産業就業人口が1,557人で8.6％、第２次産業

就業人口が5,960人で32.9％、第３次産業就業人口が10,591人で

58.5％となりました。生産年齢人口の減少とサラリーマン等の

増加、農林水産業離れが顕著となっています。 

稲敷市の人口は、昭和50年国勢調査では41,418人でしたが、

平成７年には51,652人まで増加しており、平成10年にピークを

迎えます。しかし、その後は減少の一途をたどっており、令和

２年国勢調査では39,039人となっています。特に平成７年から

令和２年までの25年間では人口が24.4％減少しています。年齢

別に見ると、令和２年の若年者比率が11.2％、高齢者比率は36.

7％で人口減少に加え、少子高齢化が顕著となっています。 

稲敷市の産業別の就業人口は、平成７年の総数は25,245人、

内訳は第１次産業就業人口が2,688人で10.6％、第２次産業就業

人口が9,923人で39.3％、第３次産業就業人口が12,634人で50.

0％でした。それが25年後の令和２年には総数が18,108人と約3

0％減少し、内訳では第１次産業就業人口が8.6％、第２次産業

就業人口が32.9％、第３次産業就業人口が58.5％となりまし

た。生産年齢人口の減少とサラリーマン等の増加、農林水産業

離れが顕著となっています。 

  

  



表１－１（１） 市全体の人口の推移（国勢調査） 表１－１（１） 市全体の人口の推移（国勢調査） 

  

  

表１－１（２） 市全体の産業別人口の推移（国勢調査） 表１－１（２） 市全体の産業別人口の推移（国勢調査） 

  

  

  

  

  

  

  



表１－１（３） 人口の見通し（稲敷市人口ビジョン） 表１－１（３） 人口の見通し 

 

 

 

 

：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（RESASより） 

  

（３）市町村財政の状況 （３）市町村財政の状況 

ア 行政の状況 ア 行政の状況 

本市は、合併自治体として急速に進む分権化社会に対応す

るため、事務事業の見直しや組織機構の改革、職員数及び人

件費の削減、財政の健全化などを着実に進めてきましたが、

合併後20年が経過した現在でも未だに解決されていない多く

の課題があります。 

その背景には、合併による混乱を極力抑えるため、「サー

ビスは高く」「負担は低く」との方針による調整や、事務事

稲敷市は平成17年３月に４町村が合併し、市役所機能は各

旧町村役場を利用する分庁舎方式を採用していましたが、平

成28年５月に新市庁舎が完成・移転しました。 

合併自治体として、急速に進む分権化社会に対応するた

め、事務事業の見直しや組織機構の改革、職員数及び人件費

の削減、財政の健全化などを着実に進めてきましたが、合併

後15年余りが経過した現在でも未だに解決されていない多く
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業の一律的な削減を求めたことが挙げられます。また、改革

を実行する段階で、それぞれの立場の利害による「総論賛

成」「各論反対」の風潮が大きな弊害となっているのも事実

です。 

今後の方策として、これまでの取組を検証し、課題を明確

にするとともに、総合計画をはじめとする各種計画等の基本

理念を尊守しながら、行政運営を着実に実行していく必要が

あります。 

の課題があります。 

その背景には、合併による混乱を極力抑えるため、「サー

ビスは高く」「負担は低く」との方針による調整や、事務事

業の一律的な削減を求めたことが挙げられます。また、改革

を実行する段階で、それぞれの立場の利害による「総論賛

成」「各論反対」の風潮が大きな弊害となっているのも事実

です。 

今後の方策として、これまでの取り組みを検証し、課題を

明確にするとともに、総合計画をはじめとする各種計画等の

基本理念を尊守しながら行政運営を着実に実行していく必要

があります。 

  

イ 財政の状況 イ 財政の状況 

本市の財政規模は、令和２年度の普通会計歳入決算額が297

億3,298万2千円、歳出決算額が279億5,770万2千円、財政力指

数は0.499となっています。歳入財源別では、市税をはじめと

する自主財源が約48％、地方交付税や国県支出金、市債等の

依存財源が約52％です。歳出においては、義務的経費である

人件費、扶助費及び公債費の総額が88億4,597万7千円となっ

ており、今後の市の財政見通しとしては、扶助費等の社会保

障関係経費及び合併特例債をはじめとする公債費が増加して

いくことが予想されます。 

このような状況から、今後の財源確保は継続的な課題であ

当市の財政規模は、令和２年度の普通会計歳入決算額では

297億3,298万2千円、歳出決算額が279億5,770万2千円で財政

力指数は0.499となっています。歳入財源別では、市税をはじ

めとする自主財源が約48％、地方交付税や国県支出金、市債

等の依存財源が約52％です。歳出においては義務的経費であ

る人件費、扶助費及び公債費の総額が88億4,597万7千円とな

っており、今後の市の財政見通しとしては、扶助費等の社会

保障関係経費及び、合併特例債をはじめとする公債費が増加

していくことが予想されます。 

こうした状況の中において、新型コロナウイルスの感染症



り、健全で安定した財政状況を堅持するためには、総合的な

計画に基づく事業推進が求められます。 

拡大は、市民生活や地域経済に大きな影響を及ぼすととも

に、本市の財政運営に対しても、感染対策や新しい生活様式

への対応など新たな行政需要を発生させ、大きな影響を及ぼ

しているところです。 

このような状況から、今後の財源確保は継続的な課題であ

り、健全で安定した財政状況を堅持するためには、総合的な

計画に基づく事業推進が求められます。 

  

ウ 施設整備水準 ウ 施設整備水準 

本市における市道の改良率は、令和２年度末で54.6％とな

っており、茨城県内の市町村平均の40.3％を上回っています

が、舗装率では60.5％で県内の市町村平均65.2％を下回って

います。高齢者を含め主な移動手段が自家用車である本市に

おいては、より安全な道路環境が求められています。 

上水道については、本市全域において井戸のある家庭が多

く、令和２年度末時点での水道普及率は72.2％と県内で最も

低い状況となっています。 

下水道については、令和２年度末時点での水洗化率（接続

率）は県内市町村平均86.0％に対して、本市は75.4％と低い

状況です。 

地域医療については、令和２年度末の人口千人当たりの病

床数は22.4床となっていますが、そのうち一般病床は０床で

す。このため、一般の入院等が必要な場合は、市外の医療機

稲敷市道の道路改良率は令和２年度末で54.6％となってお

り、茨城県内の市町村平均の40.3％を上回っていますが、舗

装率では60.5％で茨城県内の市町村平均65.2％を下回ってい

ます。高齢になっても主な移動手段が自家用車である本市に

おいては、より安全な道路環境が求められています。 

上水道については、稲敷市全域において古くから井戸のあ

る家庭が多く、今もなおその影響は強く、令和２年度末時点

での水道普及率は72.2％と茨城県内で最も低い状況で、全

国・県の平均とはだいぶ差が生じています。 

下水道は水洗化率（接続率）で令和２年度末の茨城県内市

町村平均86.0％に対して、稲敷市は75.4％と低い状況です。

一部、桜川地区のみが大きく上回る状況ですが、これは桜川

地区の大部分は農業集落排水を利用しており、市町村合併以

前に旧桜川村が加入促進に努めた結果です。 



関を受診しなくてはならない状況です。 なお、人口千人当たりの病床数が高いのは、市内に精神科

の病床を有する病院が複数あるためで、一般の入院に対応で

きる医療機関は少ないのが現状です。 

  

表１－２（１） 略 表１－２（１） 略 

  

表１－２（２）主要公共施設等の整備状況（市全域） 表１－２（２）主要公共施設等の整備状況（市全域） 

区分 
昭和55

年度末 

平成2 

年度末 

平成12

年度末 

平成22

年度末 

令和2

年度末 

市町村道 

 改良率（％） ― ― ― 53.5 54.6 

 舗装率（％） ― ― ― 59.2 60.5 

農道 

 延長（ｍ） ― ― ― ― ― 

耕地１ha当たり農

道延長（ｍ） 
― ― ― ― ― 

林道 

 延長（ｍ） ― ― ― ― ― 

林野１ha当たり林

道延長（ｍ） 
― ― ― ― ― 

水道普及率（％） ― ― ― 67.3 72.2 

水洗化率（％） ― ― ― 54.1 75.4 

人口千人当たり病

院、診療所の病床

数（床） 

― 

(一般

0.0) 

― 

(一般

0.0) 

― 

(一般

0.0) 

18.8 

(一般

0.0) 

22.4 

(一般

0.0) 
 

区分 
昭和55

年度末 

平成2 

年度末 

平成12

年度末 

平成22

年度末 

令和2

年度末 

市町村道 

 改良率（％） ― ― ― 53.5 54.6 

 舗装率（％） ― ― ― 59.2 60.5 

農道 

 延長（ｍ） ― ― ― ― ― 

耕地１ha当たり農

道延長（ｍ） 
― ― ― ― ― 

林道 

 延長（ｍ） ― ― ― ― ― 

林野１ha当たり林

道延長（ｍ） 
― ― ― ― ― 

水道普及率（％） ― ― ― 66.0 72.2 

水洗化率（％） ― ― ― 54.1 75.4 

人口千人当たり病

院、診療所の病床

数（床） 

― 

(一般

0.0) 

― 

(一般

0.0) 

― 

(一般

0.0) 

18.8 

(一般

0.0) 

22.4 

(一般

0.0) 
 



（４）地域の持続的発展の基本方針 （４）地域の持続的発展の基本方針 

本市では、人口減少・少子高齢化が予想を上回る速さで進展

し、平成27年に「稲敷市まち・ひと・しごと創生総合戦略『い

なしきに住みたくなっちゃう♡プラン』」を策定して以降、人口

減少問題を本市の最重要課題として位置づけ、全庁的にさまざ

まな施策に取り組んできました。 

また、平成31年に市として“目指すべき目標（基本方針）”

を掲げた「稲しき未来ビジョン」を策定し、本市に住む市民へ

幸福感や満足感の高い生活を提供することが人口減少・少子高

齢化対策の軸足であるととらえ、行政サービスにおいても、持

続可能なまちづくりへの転換を図るなど、「量的な抑制を推進

しながら、質的な向上を図っていくこと」を重要な視点と位置

づけました。この考えは、令和５年に策定した「稲しき<新>未

来ビジョン」においても継承されています。 

さらに、令和４年に市全域が過疎地域の指定を受けたことを

契機に、市民ワークショップ等を経て「稲敷市持続可能な地域

づくりプラン」を策定し、持続可能な地域づくりの推進にあた

っては、「市民、企業等、行政がさまざまな分野で連携・協力

すること」が必要であるとして、協働のまちづくりの重要性が

示されました。 

このような流れを受けて、令和６年３月に策定した第３次稲

敷市総合計画では、「自然とともに豊かさと幸せを実感できる

まち～いなしきの新たなステージへ～」を将来像とし、その実

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和

３年４月1日に施行され、本市の旧桜川村が過疎地域として指定

されました。 

そして、令和２年の国勢調査の結果に伴い、令和４年４月、

稲敷市全域が過疎地域に指定されました。本市では、合併後、

少子高齢化と人口減少が予想を上回る速さで進展し、本市独自

の人口減少対策への取り組みを計画した「稲敷市まち・ひと・

しごと創生人口ビジョン・総合戦略『いなしきに住みたくなっ

ちゃう❤プラン』」を平成27年に策定し、人口減少問題を市の最

重要課題として全庁的に取り組んできました。 

さらに、平成31年に市として３つの“目指すべき目標（基本

方針）”を掲げた『稲しき未来ビジョン』を策定し、本市に住

んでの幸福感や満足度の高い生活の提供が人口減少・少子高齢

化対策の軸足であり、行政サービスにおいても、これまでのや

り方を見直し、持続可能なまちづくりへの転換を図るなど、「量

的な抑制を推進しながら、質的な向上を図っていくこと」を重

要な視点と位置づけています。 

人口減少は、地域経営に大きく影響する要素であり、コミュ

ニティ活動や地域の継承、公共施設の維持、財政規模や行政規

模の縮小等、将来の稲敷市を考える上で、地域のあり方そのも

のを変容させることが予想されます。また、人口減少とともに

高齢化も進行しており、高齢者が地域で暮らしつづけることが



現のために、以下の３つのアプローチを基本理念として掲げて

います。 

本市は、この基本理念及び茨城県過疎地域持続的発展方針に

基づき、全国的に人口減少・少子高齢化が進展する中で、「選

んでもらえる」住環境の整備、多様な働き方や産業の創出、地

域資源等を活用した賑わいづくりや郷土愛の醸成などの施策を

展開し、持続可能な地域となることを目指します。 

できる環境づくりも求められます。 

このようなことから、本市の特性や市民意向を反映した「持

続可能な地域社会づくり」を推進するため、地域の魅力やポテ

ンシャルを活かした施策を展開することとします。 

  

第３次稲敷市総合計画 基本理念  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ さまざまな主体がつながるまちづくり 

最初のアプローチは、つながること。市民、企業、

行政はもちろん、ヒトだけでなくモノやサービス、シ

ステムや情報など、稲敷市のさまざまな主体がつなが

るまちづくり。すべての市民が、つながる意識を明確

に持って連携・協力するまちづくり。 

稲敷市は、あらゆる主体を効果的につなげるまちづ

くりに取り組んでいきます。 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民の笑顔を追求するまちづくり 

次のアプローチは、人々の笑顔を引き出すこと。一

人ひとりの笑顔は、一人ひとりの豊かな暮らしや幸せ

な気持ちの象徴です。年齢も性別も地域も関係なく、

市民の、より多くのキラキラした笑顔を追求するまち

づくり。 

稲敷市は、すべての市民の笑顔を引き出すまちづく

りに取り組んでいきます。 

３ 変化をとらえ新時代を拓くまちづくり 

３つ目のアプローチは、新しい時代を拓くこと。厳

しさを増す社会情勢や外的脅威は、新しい挑戦に踏み

出すきっかけでもあります。目まぐるしく変化する社

会の流れを的確にとらえ、突破力をもってチャレンジ

するまちづくり。 

稲敷市は、市を取り巻くさまざまな変化をとらえ、

新時代を拓くまちづくりに取り組んでいきます。 



（５）地域の持続的発展のための基本目標 （５）地域の持続的発展のための基本目標 

基本方針に基づき、本市の持続的発展に向けた基本目標を以

下のとおり設定します。 

目標指標 基準値 
目標値 

（令和 12年度） 

定住を希望する市民

の割合※1 

31.1％ 

（令和７年度） 
54.0％ 

地域に愛着のある市

民の割合※2 

62.3％ 

（令和７年度） 
70.0％ 

社会増減数 
-107人 

（令和６年度） 
-100人 

 

  定住希望率 

 

 

 
 

※市民アンケート調査より「住み続けたい」＋「当分住みたい」の割合。 

※1 市民アンケート調査より「住み続けたい」の割合。 

※2 市民アンケート調査より「非常に愛着がある」＋「かなり愛着がある」 

＋「やや愛着がある」の割合。 

全市社会増減 

 

 

 

 

 全市自然増減 

 

 

 

 

  

  

令和３年度 

63.3％ 

令和７年度 

70.0％ 

令和２年度 

-266人 

令和７年度 

-200人 

令和２年度 

-472人 

令和７年度 

-450人 



 令和３年度市民意識調査【Ｑ：あなたは稲敷市に今後も住み続けた

いですか。】 

 

 

  

 過去調査との比較 

 

 

  

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 （６）計画の達成状況の評価に関する事項 

計画の達成状況の評価については、既存の行政評価サイクル

を活用し、内部評価及び外部評価等により行います。また、評

価結果と予算を連携させた施策展開を実施していきます。 

計画の達成状況の評価については、既存の行政評価サイクル

を活用し、内部評価及び外部評価等により行います。また、評

価結果についても、既存の行政評価システムと同様に、評価と

予算を連携させた施策展開を実施していきます。 

票数 %

1 住み続けたい 494 38.7%

2 当分住みたい 314 24.6%

3 どちらとも言えない 316 24.8%

4 できれば住み続けたくない 118 9.2%

5 住み続けたくない 24 1.9%

6 無回答 10 0.8%

合計 1,276 100.0%

n＝ 1,276

38.7%

24.6%

24.8%

9.2%

1.9%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%



（７）計画期間 （７）計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの

５か年間とします。 

計画期間は令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５

か年間とします。 

  

（８）公共施設等総合管理計画との整合 （８）公共施設等総合管理計画との整合 

本市では、平成28年５月に公共施設等総合管理計画を策定

し、「稲敷市の課題解決にむけた方向性」として、以下の６つ

の基本方針を示しています。 

稲敷市では平成28年５月に公共施設等総合管理計画を策定し

ており、その中で「稲敷市の課題解決にむけた方向性」とし

て、以下の６つの基本方針を示しています。 

  

稲敷市公共施設等総合管理計画 基本方針 略 稲敷市公共施設等総合管理計画 基本方針 略 

  

本計画では、「稲敷市公共施設等総合管理計画」との整合性

を図りながら、関連する公共施設等の計画的な管理を推進する

とともに、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

稲敷市過疎地域持続的発展計画では、「稲敷市公共施設等総

合管理計画」との整合性を図りながら、関連する公共施設等の

計画的な管理を推進するとともに、過疎対策に必要となる事業

を適切に実施します。 

  

 以下、本計画に記載する公共施設等の整備内容に関連する公

共施設等総合管理計画の方針を転記する。 

 

 １ 子育て支援住宅（公営住宅） 

 ・これまで同様にすべての市営住宅を行政で整備するだけで

なく、民間住宅の活用（家賃補助等）も視野に検討しま



す。 

  

 ２ 公園施設 

 ・水辺公園、自然公園、工業団地公園等は、避難所としては

指定されていないが、災害時、避難場所としての機能を有

する空間であるため、防災機能の付加等の再整備を図りま

す。 

  

 ３ 道路 

 ・大型車の交通量をもとに、適切な管理水準(修繕の目安)を設

定します。なお、実施に当たっては、沿道環境・地域特性・

路線の重要度等も考慮し対応します。 

 ・主要幹線道路は「災害等緊急時に移動可能な道路と位置づ

け、国庫補助金等を積極的に活用し、重点的に修繕しま

す。 

  

 ４ 橋梁 

 ・大規模地震への対策として災害時の救助活動、物資輸送を

伴う緊急輸送道路から順次、耐震補強工事を実施します。 

  

 ５ 水道施設 

 ・経年施設の機能診断、耐震診断を実施し、老朽度、重要度



に応じた更新の優先順位を検討し、健全経営を維持できる

更新計画を推進します。 

 ・老朽施設の更新、施設の耐震化、機能向上のための改良な

ど、様々な目的を総合的に判断し、重複のない経済的な維

持管理等を図ります。また、道路整備、下水道整備等と協

調し、同時施工による効率的な維持管理を推進します。 

  

 ６ 下水処理施設・農業集落排水 

 ・施設の維持管理にあたっては、年々増え続ける修繕費のコ

ストダウンに努めるため、各施設の不具合箇所の点検確認

及び委託業者との連携を密にし、老朽化や劣化の修繕等を

実施します。 

  

 ７ 防災施設 

 ・施設等の適切な補修工事にあわせ、必要に応じた設備の更

新を図ります。 

 ・施設の耐震対策、防災機能の確保を通じて、災害時に備え

て市民の安全・安心を確保します。 

  

 ８ 子育て支援施設（子育て支援センター、認定こども園） 

 ・機能向上を含めた老朽化の改善を検討します。 

 ・多様化する学習環境への対応をはじめ、快適な室内環境の



確保など教育環境の向上を検討します。 

 ・子育て支援施設の果たすべき役割を踏まえ、地域拠点・地

域交流の促進を検討します。 

 ・未就学人口の減少への対応及び幼児施設に求められるニー

ズの変化への対応について、地区における幼児教育施設の

在り方を検討委員会等で協議していきます。 

  

 ９ 学校教育関連施設 

 ・学校施設の継続的・効率的な維持保全を行います。 

 ・機能向上を含めた学校施設老朽化の改善を検討します。 

 ・多様化する学習環境への対応をはじめ、快適な室内環境の確

保など教育環境の向上を検討します。 

 ・学校施設の果たすべき役割を踏まえ、地域拠点・地域交流の

促進を検討します。 

 ・震災時に地域住民の避難生活や避難所の運営に必要なスペ

ースを確保し、ライフラインの被災に備えた対策を行いま

す。 

  

 10 体育施設等 

 ・総合運動公園は、老朽化等による破損個所が顕著な為、点

検により破損が確認された場合は、速やかに修繕等を実施

します。 

 ・桜川総合運動公園は、社会体育（フィールド施設）の活動



拠点とするため、予防的修繕を行い、長寿命化し、トータ

ルコストの縮減・平準化を目指します。 

 ・桜川総合運動公園は市内外の競技会等に対応できる社会体

育（フィールド施設）の活動拠点として施設のグレードア

ップ等を推進します。 

 ・江戸崎体育館は指定避難所であり、危機管理課と連携し支

援物資等を配備し、災害時に備えた体制整備に努めます。 

 ・農業者トレーニングセンターは旧耐震基準の施設のため、

利用状況を確認し必要な安全対策を講じます。 

 ・新利根総合運動公園は、施設の長寿命化を図るため、予防

的修繕等を行っていきます。 

 ・江戸崎、新利根総合運動公園等は今後、人口一人当たりの

適正規模や利用状況をふまえ、機能の集約化を促進しま

す。 

  

 11 社会教育施設・市民文化施設 

 ・江戸崎中央公民館は、市のメイン公民館として位置付け、

生涯学習活動を展開します。 

 ・江戸崎中央公民館は、大規模改修を検討し、トータルコス

トの縮減を図ります。 

 ・あずま生涯学習センターは、稲敷市東部の生涯学習活動の

拠点として位置付け、生涯学習活動を展開していきます。 



 ・あずま生涯学習センターは、長期的な視点で計画的にコス

トの縮減を目指します。 

 ・図書館・歴史民俗資料館は今後もこれまで同様に、当施設

でのサービスを継続していきます。 

 ・コミュニティセンターは、利用状況等を把握した上で、関

係機関と協議を行い、今後の利活用を検討していきます。 

 ・コミュニティセンターは建築後20数年が経過しているた

め、施設の利用状況に応じて施設の修繕を図ります。 

  

 12 保健・福祉施設 

 ・継続利用する施設であるため、耐久性を高める長寿命化に

より、壊れてから直す「事後保全型」の考えから、計画的

に直す「予防保全型」とし、計画的に修繕・大規模改修を

行います。 

 ・総合的かつ計画的な管理により、点検・保守・修繕を計画

的に行い、公共施設等を健全な状態に保ち、市全体で一定

水準以上の良好な状態を保つことを目指します。 

  

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 ２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 

ア 移住・定住  

本市の人口は、平成７年に51,652人だったのに対し、令和 稲敷市の人口は平成７年に51,652人だったのに対し、令和２



２年には39,039人となっており、25年間での人口減少率が24.

4％と急速に進んでいます。年代別にみると、65歳以上の高齢

者が14,329人で36.7％を占め、15歳～29歳の若年者は4,366人

で11.2％となっています。 

令和２年度の社会増減は、転入が1,025人、転出が1,228人

です。転入者を年齢階層別にみると、未就学児が69人、30歳

～49歳が354人と多く、本市出身者が結婚・出産を経て、子ど

もが小学校へ入学する前にＵターンするケースが一定数存在

することがわかります。一方、転出者は15歳～34歳が693人と

なっており、高校を卒業後、進学や就職、そして結婚等を機

に親元を離れるケースが半数以上を占めています。 

人口減少に歯止めがかからない一因として、移住・定住の

受け皿となる住宅の質的な魅力や量的な整備が不足している

ことが挙げられます。また、市外への進学・就職により、地

域への関心や郷土への思いが薄れてしまうことが課題です。 

年には39,039人となっており、25年間での人口減少率が24.4％

と急速に進んでいます。65歳以上の高齢者が14,329人で36.7％

を占め、一方で15歳～29歳は4,366人、若年者比率は11.2％とな

っています。 

令和２年度の社会増減は、転入が1,025人、転出が1,228人で

す。転入者を年齢階層別に見ると未就学児が69人、30歳～49歳

が354人と多く、稲敷市出身者が結婚・出産を経て、子どもが小

学校へ入学する前にＵターンするケースが一定数存在すること

がわかります。転出者は15歳～34歳が693人で、高校を卒業後、

進学や就職、そして結婚等を機に親元を離れるケースが半数以

上を占めています。 

また、地域間交流の面では、稲敷市は霞ヶ浦南岸に位置し、

つくば霞ヶ浦りんりんロードの区間となっています。近年のサ

イクリングブームの後押しもあり、休日には多くのサイクリス

トが訪れています。しかし、その来訪者の多くはサイクリスト

のための施設等が整備されている土浦市等を拠点としているた

め、サイクリングの通過地点となってしまっているのが現状で

す。 

  

イ 地域間交流  

本市は、「つくば霞ヶ浦りんりんロード」を中心に、多く

のサイクリストが訪れます。令和６年には、和田岬に位置す

る和田公園にサイクリスト等の休憩所を兼ねた管理事務所が

 



オープンしました。今後も、本市への滞在・市内周遊を促

し、交流人口の拡大につなげる取組が必要です。 

また、近年では、首都圏に居住する人々を中心に農村への

関心が高まっていることから、都市と農村の共生・対流等を

促進することで、地域活性化の推進が期待されます。 

  

ウ 人材育成  

本市では、若年層の流出・少子高齢化が急速に進んでお

り、地域社会の担い手となる人材が不足しています。また、

核家族化や生活様式の多様化により、地域のつながりが希薄

化している状況です。地域コミュニティに対する価値観もさ

まざまであることから、それぞれの地域において求められて

いる行政・地域・住民の役割をお互いに共有し、協働のまち

づくりの意識醸成や担い手づくりにつなげていく必要があり

ます。 

 

  

（２）その対策 （２）その対策 

ア 移住・定住 ア 移住・定住 

①若年層や子育て世帯の住宅取得等を支援します。 ①市有地の有効活用や定住促進を図るため、子育て世帯や

稲敷市に就業する世帯などにとって魅力ある居住環境を

整備します。 

②公共施設の統廃合などにより未活用となっている遊休市 ②若年夫婦のマイホーム取得やリフォームによる住宅整備



有地を活用し、定住促進住宅等の整備や住宅用地の提供

を図ります。 

を支援するため、助成金や補助金を交付します。 

③専門家・専門機関等と連携することで空き家バンク制度

を強化し、市民や企業等と情報共有を図りながら空き家

の利活用を促進します。 

③お試し住宅施設を活用した田舎暮らしのプロモーション

を展開し、移住定住を促進します。 

④市民の郷土愛の醸成や定住人口維持、市外からの移住及

び交流人口増加を目指し、市の情報を積極的に発信しま

す。 

 

  

イ 地域間交流 イ 地域間交流 

①市内を回遊するサイクリングコースや休憩スポット、交

流拠点等を整備するとともに、市民、民間事業者や関係

自治体と連携し、サイクリングを通した交流人口の拡大

を図ります。 

①和田公園がサイクリストに限らず、市民の憩いの場とな

り、活気にあふれる公園となるよう、茨城県や地元関係

者等と連携し利活用を検討するとともに、霞ヶ浦を活用

した交流や滞在ができる公園として再整備を検討しま

す。 

②豊かな農地と農産物を積極的にPRするとともに、直売所

等への支援を行います。また、ふれあい農園を管理し、

農業体験を促進します。 

②市外サイクリストの増加による観光事業の振興を図るた

め、市内周遊サイクリングコースの情報発信やサイクリ

ングプロモーション映像制作、レンタサイクルの貸出、

サイクルサポートステーションの拡大等に取り組みま

す。 

  

ウ 人材育成 ウ 人材育成 



①公民館を核として地域の特性を生かした人の関わりや文

化の伝承を図ることにより、地元愛を醸成し、協働に携

わる人材を育成します。 

①公民館を地域における生活支援やコミュニティ活動の拠

点施設として位置づけ、市民主体の地域づくりを推進し

ます。 

②市民がいきいきと活動できる機会の創出と活動場所の充

実を図り、市民の自主性を育みます。 

②地域住民のまちづくりへの関心を高め、協働に対する正

しい理解とその必要性の周知を図り、地域共生社会に向

けたまちづくりの担い手育成を図ります。 

③高校生や大学生等がまちづくりやボランティア等の地域

活動に関わる機会を創出し、若者と生まれ育った郷土と

のつながりづくりを推進します。 

③本計画の策定にあたり開催した「いなしきを未来につな

ぐ地域づくりワークショップ」を母体として、地域づく

りの担い手となる人材育成を推進します。 

④成田国際空港が近い地域特性を生かし、子どもたちに体

験学習の機会を設けるなど、空港との共存共栄に向けた

取組を強化します。 

④地域資源の発掘・活用や地域共生社会に向けた取り組み

についての市民活動を支援します。 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１ 移住・

定住・地域

間交流の促

進、人材育

成 

(1)移住・

定住 

 

定住促進住宅等整

備事業 
市  

宅地開発分譲検討

事業 
市  

(2)地域間

交流 
和田公園管理事業 市  

(4)過疎地域持続的発展特別事業 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１ 移住・

定住・地域

間交流の促

進、人材育

成 

(1)移住・

定住 

子育て世帯住宅建

設事業 
市  

若年夫婦及び三世

代同居マイホーム

取得支援事業 

市  

田舎暮らしのお試

し住宅事業 
市  



 移住・定

住 

若年夫婦世帯及び

若年子育て世帯住

宅取得支援事業 

市  

結婚新生活支援事

業 
市  

社宅等整備支援事

業 
市  

空き家バンク事業 市  

シティプロモーシ

ョン推進事業 
市  

地域間交

流 

サイクリング推進

事業 
市  

都市農村交流事業 市  

人材育成 地区拠点施設にお

ける地域づくり支

援事業 

市  

高校生・大学生等

連携事業 
市  

航空業界学習事業 市  
 

結婚新生活支援事

業 
市  

空き家バンク事業 市  

愛しき稲しき推進

事業 
市  

シティプロモーシ

ョン推進事業 
市  

(2)地域間

交流 

和田公園利活用検

討事業 
市  

和田公園改修事業 市  

サイクリング環境

整備事業 
市  

(3)人材育

成 

地区拠点施設にお

ける地域づくり支

援事業 

市  

自主防災組織育成

事業 
市  

市民協働推進事業 市  

協働のまちづくり

啓発事業（市民協

働啓発事業） 

市  

(4)過疎地

域持続的発

展特別事業 

社宅等整備支援事

業 市  

 

  

３ 産業の振興 ３ 産業の振興 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 



ア 農林水産業 ア 農林水産業 

本市は、霞ヶ浦や一級河川の小野川などの水資源に恵ま

れ、平坦な地形が広がっていることから、古くから水稲を中

心として農業が営まれてきました。また、本市の特産品とし

て、地理的表示（GI）保護制度登録の「江戸崎かぼちゃ」や

茨城県銘柄産地指定の「浮島れんこん」、「あずまミルキー

クイーン」等のブランド農産物の生産が行われています。 

   しかしながら、農業従事者の減少や高齢化、遊休農地の増

加、水利施設等の老朽化など、さまざまな課題に直面してい

る状況です。 

   また、水産業については、霞ヶ浦のワカサギやシラウオ、

ゴロなどの水産資源に恵まれ、漁業や水産加工業が営まれて

きましたが、漁獲量の減少や食文化の変化に伴い、従事者は

減少の一途をたどっています。 

稲敷市には、霞ヶ浦や一級河川の小野川などの水に恵まれ

た平坦な地形が広がっていることから、古くから米などの水

田を利用した土地利用型の農業が営まれてきました。また、

霞ヶ浦周辺の干拓地を中心に、レンコンの生産が盛んに行わ

れています。 

しかしながら、近年における全国的な米消費量の減少、さ

らには消費者 ニーズの多様化や輸入農産物の増大による価

格低迷など、社会経済情勢が著しく変化していることに加え

て、農業従事者の高齢化や離農者の増加、また耕作放棄地の

増大等、厳しい状況におかれています。 

また、稲敷市の水産業については、霞ヶ浦がワカサギやシ

ラウオ、ゴロなどの水産資源に恵まれていることから、古く

から漁業や水産加工業が営まれてきましたが、漁獲量の減少

や食文化の変化に伴い、農業と同様に、従事者も減少の一途

をたどっています。 

  

  表 略   表 略 

  

  イ 企業誘致  

本市には、７つの工業団地があり、多くの市民の雇用の場

となっています。令和６年に稲敷工業団地の分譲が完了した

 



ことにより、すべての工業団地が完売している状況です。 

また、近年では、首都圏中央連絡自動車道の４車線化や成

田国際空港が進める“更なる機能強化”により、地域内の開

発ポテンシャルが高まりつつあることから、この好機をとら

え産業の活性化に取り組む必要があります。 

  

ウ 商工業 イ 商工業 

本市では、市内事業所、従業者ともに年々減少が続いてい

ます。近年では、新型コロナウイルス感染症の流行、物価高

騰、後継者不足等の影響を受けて、長らく地元に根付いた商

店等の閉店が相次いでいます。 

地域に根差した商業・工業の振興は、持続可能なまちづく

りの基盤となるものです。地域の個性ある産業の継続や創出

を強化し、雇用・産業の活性化を図ることが必要です。 

稲敷市には７つの工業団地があり、多くの市民の雇用の場

となっていますが、それ以外は小規模事業所がほとんどで

す。江戸崎地区と桜川地区には商店街があり、地域の中心的

な商業集落拠点として発展してきましたが、近年は近隣市町

村への郊外型大型店舗の出店や、ひとり１台と言っても過言

ではないほどのマイカーの普及等により、地域で買い物をす

る消費者は激減しています。 

また、後継者不足に加え新型コロナウイルス感染症による

景気悪化もあり、小売店などは益々減少する傾向がみられま

す。 

  

エ 観光の開発 ウ 観光の開発 

本市は、豊かな自然環境を生かし、サイクリング、ゴル

フ、釣り、バードウォッチングなど多様なアクティビティを

楽しむことができます。また、毎年４月に開催される「稲敷

稲敷市は霞ヶ浦南岸に位置し、桜川地区は水郷筑波国定公

園の一部となっています。中でも和田公園は霞ヶ浦を望む場

所に位置し、毎年４月に開催される「稲敷チューリップまつ



チューリップまつり」では10万本以上のチューリップが一斉

に咲き揃い、８月に開催される「いなしき夏まつり花火大

会」では県内有数の打ち上げ数を誇るなど、多くの人々が訪

れる本市の風物詩となっています。 

近年では、新利根川沿いの桜づつみにおいて、夜桜ライト

アップやイベントが開催されるなど、新たな名物として着目

されています。 

また、和田公園のリニューアルを実施し、サイクリスト等

の休憩所を兼ねた管理事務所がオープンするとともに、イン

クルーシブ遊具が新たに設置されました。 

しかしながら、本市は観光地としての基盤が脆弱であるこ

とから、いずれもスポット的な来訪にとどまり、市内周遊を

促せず観光消費の拡大につながっていないことが課題です。 

り」は10万本以上のチューリップが咲き誇り、その美しい光

景目当てに多くの人が詰めかけます。また、市内にはゴルフ

場が９か所あり、毎日多くのゴルファーが訪れ、プレーを楽

しんでいます。 

しかしながら、いずれの来訪者もそれ以外に立ち寄る観光

拠点がないため、観光地としての魅力不足は否めません。今

後は、既存施設の改修等による魅力アップと、新たな観光資

源の発掘によりPRに努める必要があります。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

ア 農林水産業 ア 農林水産業 

①優良農地の保全を図るとともに、老朽化した土地改良施

設の更新や農地の基盤整備等を推進します。 

①各土地改良事業に対する費用負担や、用排水機場・樋門

等の管理、圃場の耕作条件改善、農業用排水路及び排水

機場の維持管理費の負担、湛水防除施設管理に対する補

助、国営事業による農業水利施設の維持管理に対する負

担を行います。また、基幹水利施設の維持管理を行いま

す。 



②遊休農地の解消・利活用を図るため、担い手への農地の

集積・集約を推進します。 

②農作業の省力化を目標とした、ICTやロボット、AIなどを

活用した次世代型農業「スマート農業」の積極的導入の

推進を図ります。 

③イノシシ等の有害鳥獣の捕獲を実施し、農作物や農村環

境への被害軽減を図ります。 

③主食用米の需要が減少する中で、他の作物の作付に転換

を促進することで、水田面積の維持を図ります。また、

販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象

に、その差額を交付することにより農業経営の安定を図

ります。 

④地域農業を担う認定農業者や認定新規就農者をはじめと

する多様な担い手の育成・支援を図ります。 

④認定農業者及び新規就農者への支援を行います。また、

低利かつ長期で利用できるよう、農業協同組合や日本政

策金融公庫等の金融機関が融資する農業制度資金に対し

て利子助成を行います。 

⑤本市に合った水田活用を推進し、輸出用米等、主食用米

以外への転換を促進します。 

⑤法人による大規模な農業生産や研究開発の場として農地

を活用するため、農業を行う企業に対する支援を行いま

す。 

⑥大規模園芸施設等による高収益作物の生産を行う農業法

人等及び異業種企業の農業参入を促進します。 

⑥地球環境にやさしい農業を推進し、農産物の付加価値及

び暮らしやすい田園空間の整備を目指します。 

⑦ICT等のデジタル技術やデジタルデータを活用したスマー

ト農業の導入を支援し、効率的で生産性の高い農業を推

進します。 

⑦地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源

（農地・水路・農道等）の基礎的保全管理、質的向上を

図る活動を支援します。 

⑧郷土料理や伝統料理の継承に努め、本市ならではの食材

を活用した創作料理等の開発と提供を推進します。 

⑧都市と農村の共生・対流等促進による地域活性化等の推

進を図るため、市農産物のPR及び市民農園・直売所等へ



の支援を行います。 

⑨地理的表示（GI）保護制度登録の「江戸崎かぼちゃ」や

茨城県銘柄産地指定の「浮島れんこん」、「あずまミルキ

ークイーン」等の農産物のブランド化による高付加価値

化を推進します。 

⑨生産団体及び女性農業者団体の活動を支援します。ま

た、JA等の生産者団体にGAPの取得を促すなど、農産物の

付加価値を高め銘柄産地化やブランド化を図ります。 

   ⑩減農薬や有機栽培等の生産拡大を図り、環境負荷の少な

い農業を推進します。 

⑩船溜の修繕、桟橋の維持管理を行います。また、ワカサ

ギ人工ふ化事業等への補助を行い、漁場環境保全・水産

物の消費拡大を図り、水産加工業の振興に努めます。 

⑪農産物の生産のほか、貯水機能により洪水を防ぐ、多様

な生物の生息環境となるなど多面的な役割を有している

田園環境を維持し、里山の保全に努めます。 

 

   ⑫茨城県のブランド牛や豚をはじめとする、特色のある畜

産経営を支援し、 社会情勢の変化等に左右されない経営

体の育成を目指します。 

 

⑬霞ヶ浦の豊かな水産資源を守り生かしていくため、漁業

及び水産加工業の振興に努めます。 

 

   ⑭茨城県と連携し、良好な森林環境を維持するための適切

な管理に努めます。 

 

  

イ 企業誘致  

①圏央道稲敷東IC周辺地域を中心に、本市の地域特性や交

通の利便性を生かし、官民が連携したまちづくりを推進

 



します。 

②圏央道の利便性を活用した産業拠点の形成を促進し、市

内の雇用機会の創出を推進します。 

 

③新たな工業団地の整備なども視野に、本市に活力をもた

らす企業の誘致を推進します。 

 

④成田国際空港の機能強化に伴う周辺地域を含めた波及効

果を、産業振興などの地域づくりに生かします。 

 

  

ウ 商工業 イ 商工業 

①あらゆる世代の人が自分らしく活躍できる機会や場所を

創り出せるよう、さまざまな仕事の創業者への支援を強

化します。 

①商工会等の支援を行うことにより、地域商工業を活性化

及び安定した運営と商工業の振興を図ります。 

②後継者を求める店舗や事業者と、起業・継業を希望する

人材をマッチングすることで、市民に愛される企業・店

舗等の存続を支援し、産業の維持と持続可能な地域づく

りを推進します。 

②中小企業あるいは個人経営の店主に対し、経営の安定化

や技術の向上等を促進し商工業の振興を図ります。 

③商店街の維持、活性化を図り、特産品などの知名度向上

に努め、商店街への来訪動機と販売促進の拡大を図りま

す。 

③商工会等と連携し、創業希望者等に創業に関する相談窓

口（ワンストップ窓口）や創業塾などの支援を行いま

す。 

④商工会を核とした商業活動を展開することにより、連携

体制の構築を図ります。また、商工会運営に対し必要な

支援を行います。 

④市内で創業、第二創業又は新事業展開をする中小企業者

に対し、創業等に要する経費の一部を補助します。 



⑤地域資源を活用した新たな商品・サービスの開発を応援

し、本市の知名度向上と市内外への魅力発信を図りま

す。 

⑤近年の働き方の多様化に対応するため、テレワーク施設

やワーケーション施設の整備についての支援を行いま

す。 

⑥農業者や企業等による農産物の加工・販売など経営の多

角化を推進し、６次産業化による地域特産品の開発・販

売を支援します。 

⑥実店舗での販売だけでなく、インターネット販売等の創

業についても支援策を推進します。 

  

エ 観光の開発 ウ 観光の開発 

①霞ヶ浦などの豊かな自然環境や「えどさき笑遊館」等の

歴史的資源、ふるさと観光大使等を有効に活用した観光

イベントの充実を図り、賑わいの創出を図ります。 

①霞ヶ浦沿岸の活用を進めるため、県及び沿岸市町村との

連携を図るとともに、妙岐の鼻をはじめとする豊かな水

辺環境の活用を図ります。 

②観光協会と連携しながら観光客の受け入れ体制づくりに

努め、地域経済に寄与する観光まちづくりを推進しま

す。 

②地域住民の生活環境との共存に配慮しながら、ゴルフ場

との連携強化、空き家を活用した滞在型観光やワーケー

ション等、多様化する観光に合わせた観光振興を推進し

ます。 

③新利根川沿い等の桜づつみを整備・活用し、地域の魅力

向上と郷土愛の醸成を図ります。 

③観光来訪のきっかけとするため、「いなしき夏まつり花

火大会」や「稲敷チューリップまつり」などのイベント

の充実を図るほか、地域の歴史・文化を生かした観光資

源の活用を推進します。 

④市内を回遊するサイクリングコースや休憩スポット、交

流拠点等を整備するとともに、市民、民間事業者や関係

自治体と連携し、サイクリングを通した交流人口の拡大

④市外サイクリストの増加による観光事業の振興を図るた

め、市内周遊サイクリングコースの情報発信やサイクリ

ングプロモーション映像制作、レンタサイクルの貸出、



を図ります。（再掲） サイクルサポートステーションの拡大等に取り組みま

す。（再掲） 

⑤成田国際空港に近接する本市の立地環境を生かし、国内

外に向けた観光情報の発信を強化するなど、観光客の誘

客を図ります。 

 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

２ 産業の

振興 

(1)基盤整

備 

土地改良振興事業 市 

県 

土地改

良区 

 

排水対策事業 市  

(5)企業誘

致 

企業立地推進事業 
市  

(9)観光又

はレクリエ

ーション 

笑遊館運営事業 市  

桜づつみ整備事業 市  

和田公園管理事業 市 再掲 

(10)過疎地域持続的発展特別事業 

 第1次産

業 

耕作放棄地対策事

業 
市  

農作物有害鳥獣対

策事業 
市  

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

２ 産業の

振興 

(1)基盤整

備 

土地改良振興事業 市 

県 

土地改

良区 

 

(3)経営近

代化施設 

ICTを活用したス

マート農業の導入

支援事業 

市  

排水対策事業 市  

(6)起業の

促進 

商工業振興事業

（創業者支援） 

市 
商工会 

 

市民のための創業

支援事業 

市 
商工会 

 

(9)観光又

はレクリエ

ーション 

観光振興事業 市  

観光協会との連携 市  

和田公園利活用検 市 再掲 



農業経営所得安定

対策事業 
市  

農業経営基盤強化

促進事業 
市  

ICTを活用したス

マート農業の導入

支援事業 

市  

農産物振興事業 市  

環境保全型農業推

進事業 
市  

多面的機能支払交

付金事業 
市  

畜産振興事業 市  

水産業振興事業 市  

林業振興事業 市  

商工

業・6次

産業化 

 

 

 

 

 

商工業振興事業 
市 

商工会 
 

自治金融制度 市  

起業・就業支援事

業 

市 

商工会 
 

農産物振興事業

（6次産業化） 

市 

民間 

企業 

 

観光 

観光事業 

市 

観光 

協会 

 

サイクリング推進 市 再掲 

討事業 

和田公園改修事業 市 再掲 

サイクリング環境

整備事業 
市 再掲 

(10)過疎地

域持続的発

展特別事業 

農業経営所得安定

対策事業 
市  

農業経営基盤強化

促進事業 
市  

環境保全型農業推

進事業 
市  

多面的機能支払交

付金事業 
市  

都市農村交流事業 市  

耕作放棄地対策事

業 
市  

農産物振興事業 市  

農作物有害鳥獣駆

除対策事業 
市  

畜産振興事業 市  

水産業振興事業 市  

林業振興事業 市  

商工業振興事業

（商工会運営補

助） 

市  

自治金融制度 市  

就労支援・企業情

報発信事業 
市  

官民連携産業活性 市  



事業 

シティプロモーシ

ョン推進事業 
市 再掲 

企業誘

致 

企業立地推進事業 
市 再掲 

 

化事業 民間

企業 
 

  

（４）産業振興促進事項 （４）産業振興促進事項 

（ⅰ）産業振興促進区域及び促進すべき業種 （ⅰ）産業振興促進区域及び促進すべき業種 

産業振興

促進区域 
業種 計画期間 備考 

市全域 

製造業、情報サ

ービス業等、農

林水産物等販売

業、旅館業 

令和８年４月１日～

令和13年３月31日 
 

 

産業振興

促進区域 
業種 計画期間 備考 

旧桜川村

全域 

製造業、情報サ

ービス業等、農

林水産物等販売

業、旅館業 

令和３年４月１日～

令和８年３月31日 

 

市全域 
令和４年４月１日～

令和８年３月31日 

 

 

  

（ⅱ）略 （ⅱ）略 

  

４ 地域における情報化 ４ 地域における情報化 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 

情報化社会の進展に伴い、IoTやDXによる技術が市民の生活に

急速に普及しており、本市においても、マイナンバーカードの

交付率は令和６年度末時点で90.7％に達しています。これらを

活用し、市民生活の利便性向上につながる行政サービスを提供

することが求められます。 

稲敷市では携帯電話およびインターネット（光ファイバー）

は地域内全域で利用可能となっているため、環境は整備されて

いますが、利用することに慣れていない高齢者が多い状況で

す。 

また、スマートフォン等モバイル端末の普及に合わせ、市役



一方で、さまざまな理由によりデジタル化の恩恵を十分に受

けられない人が直面する格差の是正を図ることが必要です。 

所や公民館へ公衆無線LANの整備が完了していますが、今後は観

光・災害時に必要な情報にアクセスしやすくなるよう、まだ整

備が進んでいない主要な観光・防災拠点においても公衆無線LAN

の整備を拡充する必要があります。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

①スマート自治体の実現に向けた調査研究を行い、市民生

活の利便性を図るため円滑な窓口サービスの提供に努め

ます。 

①市民向けのスマートフォン講座等を開催し、行政側と共

に市民の情報化も推進します。 

②行政手続きのオンライン化（電子申請等）を進めるとと

もに、民間のデジタルサービスを活用したわかりやすい

行政サービスの実現を図ります。 

②観光・災害時にも利用しやすいWi-Fi環境を実現するた

め、主要な観光・防災拠点に公衆無線LANを整備します。 

③マイナンバー制度を利用した電子申請や市独自のサービ

スの展開により、マイナンバーカードの利用拡大を推進

します。 

③デジタル技術を活用し、生活インフラや利便性の確保に取

り組みます。 

④年齢、障がいの有無、国籍等を問わず、あらゆる市民が

デジタル化の恩恵を受けることができる環境を整えま

す。 

 

⑤地域のデジタル基盤の整備を促進し、地域DXによる観

光・交流や産業の振興を図ります。 

 

⑥デジタル技術を活用し、市民からの意見や情報を広く聴

取するとともに、市民が必要としている情報を屋外デジ

 



タルサイネージ等により積極的に発信します。 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

３ 地域に

おける情報

化 

(1)電気通

信施設等情

報化のため

の施設 

公衆無線LAN整備

事業 
市  

(2)過疎地域持続的発展特別事業 

 デジタル

技術活用 

地域DX推進事業 市  

広報広聴事業 市  
 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

３ 地域に

おける情報

化 

(1)電気通

信施設等情

報化のため

の施設 

公衆無線LAN整備

事業 
市  

地域DX推進事業 
市  

(2) 過疎地

域持続的発

展特別事業 

行政情報提供強化

事業 
市  

生涯学習講座開催

事業 
市  

 

  

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 ５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 

ア 道路 ア 道路 

本市の主要な道路は、国道が51号・125号・408号の３路線

ですが、一部は生活道路・通学路として危険箇所改善のた

め、事業着手中のバイパス整備工事の早期完了が望まれてい

ます。県道は、２号（水戸鉾田佐原線）・５号（竜ケ崎潮来

線）・11号（取手東線）・25号（土浦稲敷線）・49号（江戸

崎新利根線）・103号（江戸崎下総線）・107号（江戸崎神崎

稲敷市の主要な道路としては、国道が51号・125号・408号

の３路線ですが、一部は生活道路・通学路として危険箇所改

善のため、事業着手中のバイパス整備工事の早期完了が望ま

れています。県道は２号（水戸鉾田佐原線）・５号（竜ケ崎

潮来線）・11号（取手東線）・25号（土浦稲敷線）・49号

（江戸崎新利根線）・103号（江戸崎下総線）・107号（江戸



線）・206号（新川江戸崎線）・231号（稲敷阿見線）の９路

線で、いずれも市内や近隣主要都市を結ぶ道路として、大型

車をはじめ交通量の非常に多い路線です。 

市道の実延長は令和２年度末で1,885,902.1kmとなってお

り、改良率は54.6％です。本市では、高齢者を含め主な移動

手段は自家用車であり、安心・安全に道路を運転できるよ

う、各集落間や公共施設、商業施設、レジャー施設、産業拠

点等へつながる道路の改良整備の促進を図る必要がありま

す。 

また、橋梁については、老朽化が進行していることから維

持管理コストの増加が懸念されます。 

崎神崎線）・206号（新川江戸崎線）・231号（稲敷阿見線）

の９路線で、いずれも市内や近隣主要都市を結ぶ道路とし

て、大型車をはじめ交通量の非常に多い路線です。 

市道の実延長は令和２年度末で1,885,902.1kmとなってお

り、改良率は54.6％です。本市では、高齢になっても主な移

動手段は自家用車であり、安心して安全な道路を運転できる

ように、各集落間や公共施設・商業施設・ゴルフ場等のレジ

ャー施設へつながる道路の改良整備の促進を図る必要があり

ます。 

また、橋梁については、老朽化が進行し維持管理コストの

増加が懸念されます。 

  

イ 交通 イ 交通 

本市の公共交通については、バス交通（路線バス、コミュ

ニティバス）が主となっており、交通空白地をカバーするた

めに、タクシー券助成制度を実施しています。 

これまでは、小学生の通学に路線バス、コミュニティバス

を活用し、地域内バス路線を維持してきた経緯があります

が、小学校統廃合に伴いスクールバス化が進んだことで、路

線バス利用者が大幅に減少しています。また、タクシー事業

者の廃業が相次いだことにより、市域の半分がタクシー空白

地となっている状況です。 

令和７年には、路線バスの運行本数が適正となるよう減便

稲敷市の公共交通については、以前は大手バス事業者の路

線バスが比較的多く運行されていましたが、利用者の減少に

より一部を除き次々と廃線となってしまいました。代替とし

て、現在は高校生の通学と医療機関やスーパー等へ行く高齢

者を主な利用客として運行している市内バス事業者へ補助金

を交付し、地域公共交通の確保を図っています。 

また、令和３年度からは、路線バスの活性化・維持・存続

を目的として、通学定期券の費用の一部を補助することとし

ました。 

その他、自家用車が運転できない市民を対象として、タク



及びダイヤ改正を実施するとともに、タクシー券助成制度の

見直しを行いました。今後も市民の移動手段の確保及び公費

負担の軽減の両立を図りながら、まちづくりと連携した持続

可能な公共交通の検討が必要となっています。 

シー利用券を助成しています。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

ア 道路 ア 道路 

①広域幹線道路である国県道の整備促進及び適正な管理に

ついて、国や茨城県へ継続的に要望していきます。 

①広域的な交通ネットワークを形成するため、国県道など

の幹線道路の整備を促進します。 

②市街地と集落間をつなぐ主要道路網の整備促進を図りま

す。 

②幹線道路を補完する幹線市道とともに、生活道路の整備

及びそれらの維持管理を計画的に進めます。 

③計画的に橋梁を点検・維持補修し、安全・円滑な交通の

確保に努めます。 

③橋梁は長寿命化修繕計画に基づき、定期点検や老朽化に

より部分的に傷んだ橋梁の補修工事等を計画的に実施

し、適切に維持管理を行うことでコスト縮減と長寿命化

を推進します。 

 ④生活拠点への自転車でのアクセス確保や、本市が有する

景観と調和した道路整備など、生活利便性と地域の魅力

を高めるため、道路環境の向上を進めます。 

  

イ 交通 イ 交通 

①交通事業者と連携し、交通弱者の移動手段の確保と持続

可能な市内公共交通網の存続を図ります。 

①地域住民にとって必要な公共交通手段として、民営路線

バスの維持を支援します。 



②地域の実情に応じてタクシー利用券による助成を行い、

公共交通の空白地域における移動手段を確保します。 

②路線バスの活性化・維持・存続のため学生の通学定期券

の費用の一部を補助します。 

③主要な鉄道駅へのアクセスを強化し、通勤、通学の利便

性を確保するため、広域的な公共交通の拡充を図りま

す。 

③高齢者等が無理することなく、安全に通院や買い物へ行

くための手段確保の一助としてタクシー利用券を助成し

ます。 

④本市に暮らしながら首都圏への通勤・通学・レジャーな

どができるよう、高速バス運行の実現性を検討します。 

④新たな高速バス便を誘致し、首都圏及び成田空港等への

アクセス向上を図ります。 

⑤公共交通の利用促進を図るため、待合環境や利便性の向

上を図るとともに、交通結節拠点の整備を実施します。 

 

⑥地域住民の移動手段の確保と利便性向上を図るため、デ

マンド交通の導入を進めます。 

 

  

（３）計画 （３）計画 

  事業計画（令和８年度～令和12年度）   事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

４ 交通手

段の整備、

交通手段の

確保 

(1)市町村

道 

市道(江)1級2号線

舗装補修工事 
市  

市道(江)1級12号

線舗装補修工事 
市  

市道(江)1級22号

線整備工事 
市  

市道(江)1409号線

舗装補修工事 
市  

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

４ 交通手

段の整備、

交通手段の

確保 

(1)市町村

道 

市道(江)1級 2号

線舗装補修工事 
市  

市道(江)1 級 4 号

線舗装補修工事 
市  

市道(江)1級 12号

線舗装補修工事 
市  

市道(江)1級 15号

線舗装補修工事 
市  



市道(新)1級1号線

道路改良工事 
市  

市道(新)1級3号線

舗装補修工事 
市  

市道(新)1046号線

舗装補修工事 
市  

市道(新)1級5号線

舗装補修工事 
市  

市道(桜)1級3号線

舗装補修工事 
市  

市道(桜)1級6号線

舗装補修工事 
市  

市道(桜)1級12号

線舗装補修工事 
市  

市道(桜)1級16号

線舗装補修工事 
市  

市道(東)1-4号線

舗装工事 
市  

市道(東)2級11号

線整備工事 
市  

市道(東)76号線道

路改良工事 
市  

市道(東)91号線道

路改良工事 
市  

市道(東)1016号線

道路改良工事 
市  

橋梁維持補修事業 市  

(9)過疎地域持続的発展特別事業 

市道(江)1409 号

線舗装補修工事 
市  

市道(新)1 級 1 号

線道路改良工事 
市  

市道(新)1 級 3 号

線付近排水路補修

工事 

市  

市道(新)1022 号

線舗装補修工事 
市  

市道(新)1046 号

線舗装補修工事 
市  

市道(新)1093 号

線道路改良工事 
市  

市道(桜)1 級 3 号

線舗装補修工事 
市  

市道(桜)1 級 6 号

線舗装補修工事 
市  

市道(桜)1級 12号

線舗装補修工事 
市  

市道(桜)1級 16号

線舗装補修工事 
市  

市道(桜)2 級 9 号

線舗装補修工事 
市  

市道(桜)1089 号

線舗装補修工事 
市  

市道(桜)1252 号

線道路改良工事 
市  

市道(東)1-4 号線 市  



 公共交

通 

地域公共交通対策

事業 
市  

タクシー利用券補

助事業 
市  

広域公共交通確保

事業 
市  

高速バス誘致推進

事業 
市  

(10)その他 公共交通機能強化

のための拠点整備

事業 

市  

 

舗装工事 

市道(東)1-8 号線

舗装工事 
市  

市道(東)2-14 号

線舗装工事 
市  

市道(東)526 号線

外 1路線舗装工事 
市  

市道(東)831 号線

舗装工事 
市  

市道(東)1576 号

線外 1 路線舗装工

事 

市  

月出里地区 排水

整備工事 
市  

橋梁維持補修事業 市  

(9)過疎地

域持続的発

展特別事業 

地域公共交通対策

事業 
市  

公共交通利用券補

助事業（タクシー

利用券補助事業） 

市  

広域公共交通確保

事業 
市  

高速バス誘致推進

事業 
市  

 

  

６ 生活環境の整備 ６ 生活環境の整備 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 



ア 上水道 ア 上水道 

本市の上水道は、昭和30年代の旧新利根町及び旧東町の簡

易水道事業の時代から、昭和55年12月に旧江戸崎町水道事

業、昭和58年３月に旧新利根町水道事業、昭和55年３月に旧

桜川村水道事業、昭和56年３月に旧東町水道事業として創設

され、平成20年４月の事業統合により現在に至っています。 

県南西広域水道用水供給事業により合併前の旧町村ごとの

配水場でほとんどを受水し、必要な工程を経て水道水として

市民に供給しています。令和２年度末の水道普及率は72.2％

となっており、今後は台地部に位置し、地下水が豊富で普及

率の低い江戸崎地区の普及促進を図る必要があります。 

配水池や管路等の水道施設は、昭和50年代に整備されたも

のが多く、老朽化や耐震性に劣る施設が多いため、耐震化を

含めた計画的な改修が必要であり、特に避難所など重要な施

設に接続する管路等の施設については、早急な耐震化が求め

られています。 

稲敷市の上水道は、昭和30年代の旧新利根町及び旧東町の

簡易水道事業の時代から、昭和55年12月に旧江戸崎町水道事

業、昭和58年３月に旧新利根町水道事業、昭和55年３月に旧

桜川村水道事業、昭和56年３月に旧東町水道事業として創設

され、平成20年４月の事業統合により現在に至っています。 

県南西広域水道用水供給事業により合併前の旧町村ごとの

配水場でほとんどを受水し、必要な工程を経て水道水として

市民に供給しています。令和２年度末の水道普及率は72.2％

となっており、今後は台地部に位置し、地下水が豊富で普及

率の低い江戸崎地区の普及を図る必要があります。 

配水池や管路等の水道施設は、昭和50年代に整備されたも

のが多く、老朽化や耐震性に劣る施設が多いため、耐震化を

含めた計画的な改修が必要であり、特に避難所など重要な施

設に接続する管路等の施設については、早急な耐震化が求め

られています。 

  

イ 下水道 イ 下水道 

本市の下水道は、平成元年より旧新利根町で流域関連公共

下水道、旧桜川村で農業集落排水事業に着手し、平成８年よ

り供用を開始しました。その後、各地区において整備に着手

し、令和６年度末時点で、公共下水道４地区、農業集落排水

事業８地区、合わせて12地区となり、接続率は83.1％となっ

稲敷市の下水道は、平成元年より旧新利根町で流域関連公

共下水道、旧桜川村で農業集落排水事業に着手し、平成８年

より供用を開始しました。その後、各地区において整備に着

手し、令和２年度末時点で、公共下水道４地区、農業集落排

水事業８地区、合わせて12地区となり、接続率は75.4％とな



ています。 

下水道の整備については、桜川地区及び東地区においては

整備が完了しているため、今後は江戸崎地区及び新利根地区

の市街化調整区域における整備となりますが、費用対効果を

慎重に見定め、財政状況を勘案し整備していくことが求めら

れています。 

   また、桜川地区の農業集落排水処理施設から排出される汚

泥は、一般財団法人稲敷市農業公社が運営する「元気館さく

らがわ」においてコンポスト化（堆肥化）され、市内の公園

や希望者に配布する等有効利用されています。その他の処理

施設からの汚泥については、民間に委託し、処分・再利用さ

れています。 

既存施設については、施設の統廃合が求められているとと

もに、整備後30年を経過したものが増えてきており、老朽化

に伴う故障等により財政をひっ迫させる要因になるおそれが

あります。このため、ストックマネジメント計画に基づく計

画的な改修工事や耐震化が求められており、特に避難所など

重要な施設に接続する管路等の施設については、早急な耐震

化が求められています。 

っています。 

下水道の整備については、桜川地区及び東地区については

整備が完了しているため、今後は江戸崎地区及び新利根地区

の市街化調整区域の整備になりますが、費用対便益比を慎重

に見定め、財政状況を勘案し整備していくことが求められて

います。 

   また、桜川地区の農業集落排水処理施設から排出される汚

泥は、一般財団法人稲敷市農業公社が運営する元気館さくら

がわにおいてコンポスト化（堆肥化）され、市内の公園や希

望者に配布する等有効利用されています。その他の処理施設

からの汚泥については、民間に委託し、処分・再利用されて

います。 

   管路や処理施設等下水道施設は比較的新しいため、土木・

建築構造物については改修の必要はありませんが、電気・機

械設備については、整備後20年を経過したものが増えてきて

おり、老朽化に伴う故障が顕著になり、財政をひっ迫させる

要因になるおそれがあります。このため、ストックマネジメ

ント計画に基づく計画的な改修工事が必須であり、さらに処

理区の統合も求められています。 

  

ウ 河川  

本市には、国管理の利根川、横利根川や県管理の小野川、

新利根川、破竹川、沼里川のほか、地域の生活に密着した市

 



管理の中小河川である花指川（準用河川）、高橋川（普通河

川）等があります。 

市管理河川は川幅が狭く、かつ、流域面積が小さく河川延

長が短いため、降雨のピークから流出までの時間が短くなっ

ています。また、土地利用の変化等から流速及び流入量に変

化が生じている側面があり、局所的に発生する集中豪雨等に

より急激な水位上昇を引き起こす場合が多く、田畑等の浸水

が発生している状況です。 

  

エ 消防・防災 ウ 消防・防災 

本市の消防救急は、３市３町１村（稲敷市・龍ケ崎市・牛

久市・阿見町・利根町・河内町・美浦村）から構成される、

稲敷地方広域市町村圏事務組合が担っています。また、地域

の初期消火にあたっては、消防団が重要な役割を果たしてい

ますが、若年層の減少やライフスタイルの変化から、団員の

確保に苦慮しています。 

いつ発生するかわからない災害等に備え、消防救急体制の

維持・確保を図るとともに、消防施設や防災備蓄、避難所等

を適切に整備するなど、迅速に対応するための措置が必要で

す。 

稲敷市の消防救急は３市３町１村（稲敷市・龍ケ崎市・牛

久市・阿見町・利根町・河内町・美浦村）から構成される、

稲敷地方広域市町村圏事務組合が担っており、管轄は江戸崎

地区がいなほ消防署、新利根地区が龍ケ崎消防署新河分署、

桜川地区と東地区がいなほ消防署桜東分署となっています。 

また、消防団は稲敷市消防団として81分団1,229名（令和２

年度）が在籍し、地域住民の生命財産を災害から守るために

活動していますが、若年層の減少に加え、サラリーマンの増

加による職住分離の形態が進んでいることから、団員の確保

に苦慮しています。 

市では、いつ発生するかわからない災害に備え、ハザード

マップや地域防災計画を活用し、市民が日頃から災害への備

えや、災害発生時の避難を迅速に行えるように防災意識の啓



発を図っています。 

  

オ 防犯  

本市は、防犯灯や防犯カメラの設置、地域の防犯連絡員等

による巡回活動（青色パトロール）等により防犯対策を行っ

ています。 

安全なまちであることは、市民にとって重要な要素であ

り、今後も犯罪を未然に防ぐ体制づくりや、被害にあった場

合の適切な対処、市民の防犯意識の向上などが必要です。 

 

  

カ 公営住宅 エ 公営住宅 

本市には、12の市営住宅があります。中でも、平成16年及

び平成18年築の結佐住宅と平成６～７年築で家族向けの阿波

住宅は入居希望者が多くいましたが、近年では空室が出てい

る状況です。それ以外の住宅は、老朽化と人口減少等の影響

で入居率が高くない状況のため、市営住宅の将来的な需要や

市営住宅に代わる民間賃貸住宅の供給等について分析したう

え、適正な管理戸数の検討を進めています。 

稲敷市には14の市営住宅があります。中でも、平成16年及

び平成18年築の結佐住宅と平成６～７年築で家族向けの阿波

住宅は入居希望者が多く、ほぼ空きが出ることはありません

でしたが、近年、わずかに空室が出る状況が見られ始めまし

た。それ以外の住宅は老朽化と人口減少等の影響で入居率は

あまり高くない状況のため、新規入居者の募集は行わず、解

体をしていく予定です。 

今後は、福祉住宅だけでなく、若い世代が住みやすい住環

境を整備する必要があるとして官民連携も含めた取り組みの

検討を開始しています。 

  



キ 市営公園 オ 市営公園 

本市には、デイキャンプ利用ができる和田公園をはじめと

して、合計11の市営公園があります。ファミリー層が利用し

やすいリバーサイド公園や和田公園は比較的利用者が多い状

況ですが、それ以外の公園は人口・子育て世代の減少によ

り、通常時は利用者が少なく、活気が失われつつあります。 

稲敷市にはイベント開催やキャンプ利用ができる和田公園

をはじめとして、合計11の市営公園があります。子連れファ

ミリー層が利用しやすいリバーサイド公園や重要文化財の横

利根閘門がある横利根閘門公園は比較的利用者がいますが、

それ以外の公園は人口・子育て世代の減少により、通常時は

利用する家族等が少なく、活気が失われつつあります。 

  

ク 廃棄物処理 カ 廃棄物処理施設 

本市のごみ処理は、隣接する美浦村との２市村で構成する

江戸崎地方衛生土木組合において行っています。可燃ごみの

処理については、平成元年から稼働した焼却施設の老朽化に

より、新たな焼却施設を整備し、令和４年度に稼働を開始し

ました。資源ごみの処理については、さらなる回収推進のた

め、新たなリサイクルセンターを整備する予定です。 

稲敷市のごみ処理は、隣接する美浦村との２市村で構成す

る一部事務組合「江戸崎地方衛生土木組合」において行って

います。可燃ごみの処理については、平成元年から稼働した

焼却施設の老朽化により、新たな焼却施設を整備し、令和４

年度から稼働を開始しました。資源ごみについては、近年、S

DGs等の普及により、市民のリサイクルに関する意識が徐々に

向上しています。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

ア 上水道 ア 上水道 

①水道施設の適切な維持管理に努め、水道事業の広域化を

見据えた計画的な運営に取り組みます。 

①水道施設更新計画に基づき、老朽化した施設の計画的な

更新と、災害に強い耐震化施設の整備を行うとともに重

要管路の更新を実施します。 



②水道への加入促進を積極的に推進し、普及率の向上を図

ります。 

②生活用水として新規に水道へ加入する方への加入金の減

額及び一定以上の工事費用がかかる加入者に対して、工

事費の補助を実施します。 

  

イ 下水道 イ 下水道 

①社会情勢の変化に対応した最も適した整備手法を選択し

て施設の整備を進めながら、既存施設の長寿命化のた

め、計画的かつ最小コストでの改築・更新や施設の耐震

化に取り組みます。 

①下水道の処理場・管路・マンホール・中継ポンプ等全て

の施設を調整し、常時良好な状態で運転、維持管理する

とともに、施設の支障箇所の補修工事や管路の清掃を行

います。 

②積極的な広報周知と補助制度等により、下水道への接続

促進を図ります。 

②下水道の加入を促進し、利用率の向上・事業の効率化を

図ります。 

 ③下水道の加入促進のため、排水設備接続工事費の一部に

ついて補助金を交付します。 

③下水道整備区域等の見直しに応じて、高度処理型浄化槽

の設置促進を図るとともに、単独浄化槽から高度処理型

浄化槽への転換を推進します。 

④下水道事業計画区域外で、条件に当てはまる申請世帯が

高度処理型浄化槽を設置する場合には補助金を交付しま

す。 

④「元気館さくらがわ」の管理を行い、農業集落排水処理

施設から排出される汚泥の有効活用に努めます。 

⑤元気館さくらがわの管理を行い、農業集落排水処理場か

ら発生する汚泥の有効活用に努めます。 

  

ウ 河川  

県管理河川と同様に、市町村が管理する中小河川の浸水被

害から流域住民の生命・財産を守るため、流域治水の推進に

 



ついて近隣自治体と連携を図りながら、防災・減災対策につ

いて検討します。 

  

エ 消防・防災 ウ 消防・防災 

①稲敷地方広域市町村圏事務組合と連携し、広域消防によ

る常備消防・救急体制の維持に努めます。 

①「自分たちの地域は自分たちで守る」という自助・共助

の意識が高められるよう、稲敷地方広域市町村圏事務組

合と連携し、火災予防運動や防災への啓発活動、防災訓

練を積極的に行います。 

②減少傾向が続いている消防団員の確保に努めるため、消

防団と地域との連携を強化し消防団活動を支援します。 

②日頃から災害に備えた様々な取組みをする自主防災組織

の結成にむけた活動の支援を行います。 

③消防団活動を支える資機材である消防車両や消火栓等の

消防施設を計画的に更新するとともに、活動に必要な備

品の整備を進めます。 

③各種災害に対応できるよう、体制の強化及び避難場所等

の確保に努めます。 

④地域コミュニティに密着した自主防災組織の結成を支援

し、自主的な防災活動が行えるよう育成強化を行いま

す。 

④災害から市民の生命、身体、財産を守るため、防災行政

無線については、既存設備の更新と新たな防災情報通信

手段の整備検討を行います。 

⑤避難所に防災用備蓄倉庫を整備し必要な備蓄を行うな

ど、災害時の二次被害の軽減等を図ります。 

⑤適切な管理がされていない空き家等の所有者に対し管理

指導等を行ったり、ごみ等の不法投棄を防止するため、

カメラの設置や廃棄物対策管理官によるパトロールを実

施し、生活環境の保全を図ります。 

⑥小中学校の体育館に空調を設置するなど、避難所機能の

強化を図ります。 

 



⑦災害時の情報ネットワークの構築を図るため、稲敷市公

式アプリの普及推進や、防災行政無線の維持管理を実施

します。 

 

⑧適正に管理されていない空き家については、所有者に対

しての助言や相談会の実施等により改善に努めます。 

 

⑨地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及を図

り、地震に強いまちづくりを推進します。 

 

⑩急傾斜地の崩壊による土砂災害から市民の生命を保護す

るため、危険性について周知・啓発を図るとともに、補

助制度を活用した安全対策を促進します。 

 

  

オ 防犯  

①地域の防犯連絡員等による巡回活動（青色防犯パトロー

ル）の充実を図ります。 

 

②主要な交差点や公園、学校周辺を中心に、防犯カメラを

設置します。 

 

③危険箇所を中心に、防犯灯の設置と維持管理を行いま

す。 

 

  

カ 公営住宅 エ 公営住宅 

市営住宅の需要等を見極めながら、維持すべき住宅につい

ては効率的な維持・補修を行い、老朽化が著しい住宅につい
維持すべき住宅については公営住宅長寿命化計画を策定

し、効率的かつ円滑な維持・補修を推進します。 



ては用途廃止に向けた調整を進めるなど、適正な管理を行い

ます。 

  

キ 市営公園 オ 市営公園 

①魅力ある水辺空間や自然環境などを生かし、市民の憩い

の場やレクリエーションの場として、公園や緑地の適正

な配置を進めます。 

市民が快適かつ安全に公園・緑地等を利用できるよう、公

園施設の保守点検や維持管理を行います。また、より利用し

やすい市民の憩いの場となるよう整備を図っていきます。 

②誰もがいつでも安心して利用できるユニバーサルデザイ

ンの考え方に基づき、民間事業者のノウハウと技術力を

活用しながら、公園を維持管理していきます。 

 

  

ク 廃棄物処理 カ 廃棄物処理施設 

①可燃ごみの処理については、新たに稼働した焼却施設を

適正に運用するとともに、将来的なさらなるごみ処理の

広域化を視野に入れた広域行政に取り組んでいきます。 

①可燃ごみの焼却施設については、新たに稼働した焼却施設を

適正に運用するとともに、将来的なさらなるごみ処理の広域

化を視野に入れた広域行政に取り組んでいきます。 

   ②資源ごみの処理については、より一層のリサイクルを推

進するため、リサイクルセンター等の施設整備を行うな

どの機能強化に取り組み、周辺市町村と協力してごみの

減量化を図ります。 

②資源ごみについては、市民活動やボランティア活動と連携

し、リサイクル意識の啓発活動に努めます。また、より一層

のリサイクルを推進するため、リサイクルセンター等の施設

整備を行うなどの機能強化に取り組み、周辺市町村と協力し

てごみの減量化を図ります。 

   ③廃棄物の不法投棄防止について周知に努めるとともに、

不法投棄をさらに減らしていくための取組を推進し、良

 



好な地域環境の保全に努めます。 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

５ 生活環

境の整備 

(1)水道施

設  

水道施設更新事業 市  

配水管新設事業 市  

(2)下水処

理施設  

公共下水道整備事

業 
市  

下水道維持管理事

業 
市  

汚泥処理施設維持

管理事業 

市 

農業 

公社 

 

(3)廃棄物

処理施設 

リサイクルセンタ

ー等整備事業 

市 

一部

事務

組合 

 

(5)消防施

設 

広域消防・救急整

備事業 

市 

一部

事務

組合 

 

消防設備等整備事

業 
市  

(6)公営住 市営住宅管理事業 市  

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

５ 生活環

境の整備 

(1)水道施

設 

水道施設更新事業 市  

配水管新設事業 市  

未加入者加入推進

事業 
市  

(2)下水処

理施設 

公共下水道整備事

業 
市  

下水道の維持管理

事業 
市  

下水道の接続促進

事業 
市  

排水設備工事資金

補助事業 
市  

高度処理型浄化槽

設置補助事業 
市  

汚泥処理施設維持

管理事業 

市 

農業

公社 

 

(5)消防施

設 

広域消防・救急整

備事業 

市 

稲敷

広域

 



宅 

(7)過疎地域持続的発展特別事業 

 生活 水道加入推進事業 市  

下水道接続促進事

業 
市  

排水設備工事資金

補助事業 
市  

高度処理型浄化槽

設置補助事業 
市  

環境 不法投棄対策事業 市  

防災・防

犯 

防災情報通信強化

事業 
市  

防災備蓄整備事業 市  

消防団運営事業 市  

自主防災組織育成

事業 
市  

空き家対策事業 市  

耐震改修促進事業 市  

急傾斜地対策事業 市  

(8)その他 河川維持管理事業 市  

小中学校体育館空

調設置事業 
市  

市営公園管理事業 市  

防犯カメラ設置事

業 
市  

防犯灯設置維持管 市  

市町

村圏

事務

組合 

消防設備等整備事

業 
市  

防災センター整備

事業 
市  

(6)公営住

宅 

市営住宅維持管理

事業 
市  

(7)廃棄物

処理施設 

リサイクルセンタ

ー等整備事業 

江戸崎

地方衛

生土木

組合 

 

(8)過疎地

域持続的発

展特別事業 

防災情報通信強化

事業 
市  

防災備蓄整備事業 市  

消防団活動活性化

事業 
市  

自主防災組織育成

事業 
市 再掲 

防犯カメラ設置事

業 
市  

防犯灯設置維持管

理事業 
市  

青色パトロールカ

ー購入事業 
市  

空き家対策事業 市  



理事業 

青色パトロールカ

ー購入事業 
市  

 

不法投棄対策事業 市  

耐震改修促進事業 市  

急傾斜地対策事業 市  

市営公園等管理・

グレードアップ事

業 

市  

 

  

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 ７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 

ア 子育て環境の確保 ア 子育て環境の確保 

全国的に少子化の傾向が続く中、本市においても未就学児

数の減少が著しい状況です。核家族化や夫婦共働き世帯の増

加により、地域における子育て支援や安心して子育てができ

る環境整備はますます重要となっています。 

本市には、市立の認定こども園が２施設、私立の認定こど

も園が１施設、保育所が２施設ありますが、園児数の減少が

顕著となっていること及び施設の老朽化を踏まえ、状況の変

化に応じた施設整備が必要です。 

また、子育て中の親子の交流促進を図る子育て支援センタ

ーの充実や、児童福祉機能と母子保健機能が一体となったこ

ども家庭センターの設置により、子育て相談等を通じて子育

て家庭の不安や負担の軽減に取り組んでいく必要がありま

す。 

稲敷市の幼保施設は市立が認定こども園えどさき、桜川こ

ども園、新利根幼稚園、ゆたか幼稚園、みのり幼稚園の５施

設で、このほかに私立の認定こども園が１施設、保育所が２

施設あります。 

少子化の影響から、園児数が激減している状況のため、公

私連携を図り、今後の適正な施設配置の検討が進められてい

ます。市立の園では統合のための既存園舎の改修や建て替

え、私立の園では市立の園が閉園した際の園児の受入のため

の施設の拡充など、ハード整備が必要です。通園エリアが広

くなるため、園児バスの運行もこれまで以上に重要視されて

います。 

また、子育て支援センターについては、市が運営するもの

が２か所、民間の幼保施設がそれぞれ運営するものが３か所



ありますが、今後の施設配置に合わせて、こちらも公私連携

で充実させていくことが求められています。 

  

イ 高齢者等の保健及び福祉 イ 高齢者の保健及び福祉 

本市の65歳以上の人口は、令和２年国勢調査において14,32

9人です。高齢者比率は平成７年では17.7％でしたが、令和２

年に36.7％となっており、急速に高齢化が進んでいます。ひ

とり暮らし高齢者や高齢者世帯、認知症高齢者など、地域に

おいて支援を必要とする高齢者が増加し、地域の支え合いや

高齢者の生きがいづくり・健康づくりがますます重要となっ

ています。 

   また、障害者福祉、保健福祉、地域福祉の拠点として、そ

れぞれ「ハートピアいなしき」、保健センター、福祉センタ

ーを設置していますが、施設の老朽化等により、安全を十分

に考慮して計画的に修繕・改修等を行うことが必要です。 

稲敷市の65歳以上の人口は令和２年国勢調査において14,32

9人です。高齢者比率は平成７年では17.7％でしたが令和２年

に36.7％となっており、急速に高齢化が進んでいます。この

ような高齢化の進行にともない、ひとり暮らし高齢者や高齢

者世帯、認知症高齢者など、地域において支援を必要とする

高齢者が増加し、地域の支え合いがますます重要となってき

ていることから、ひとり暮らし高齢者が安心して暮らすこと

ができるよう緊急通報システムの設置や、高齢者の介護にあ

たる家族等の負担軽減を図るための支援を実施しています。 

また、高齢者の生きがいづくり、健康づくりを推進するた

め、各種スポーツ大会の実施や、介護予防、高齢者の日常生

活の自立支援のため介護予防体操教室等の活動を支援してい

ます。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

ア 子育て環境の確保 ア 子育て環境の確保 

①「稲敷市公立幼児施設整備計画」に基づき、こども園の

適正配置を行います。 

①０歳児から小学校就学までの一貫した教育・保育事業の

充実を図るとともに、園児がのびのびと園生活を送れる



ように既存施設の適正な維持管理に努めます。 

②こども園の園児バスを運行し、広範囲となる通園エリア

への対応及び園児の安全対策を行います。 

②人口と幼稚園児数が減少するなか、保育所入所児童は増

加の一途をたどっている現状を鑑み、将来的な幼児教育

施設や保育施設のあり方を検討し策定した「公立幼児施

設適正配置基本方針」に基づき、認定こども園の移設に

よる建設及び子育て支援センターの建設を検討します。 

③子育て支援センターの充実を図り、相談事業や子育てサ

ークルの育成支援、子育て情報の提供などに努めます。 

③保護者が就労等により昼間家にいない小学生に対して、適

切な遊びや生活の場の提供を行う放課後児童クラブの適

正な整備運営に努めます。 

④関係機関との連携や協力により、妊娠・出産・子育てに

関する不安や悩みを誰もが気軽に相談できる体制づくり

に努め、こども家庭センターの整備を検討します。 

④世代間交流や郷土愛の育成を促進するため、公民館を拠点

とする活動を支援します。 

⑤放課後児童クラブは、待機児童を出さないよう充実を図

ります。 

 

⑥放課後や休日の地域における子どもの居場所のニーズを

調査し、居場所づくりを検討します。 

 

⑦子どもの成長の節目には、お祝いとして学用品購入補助

などを実施し、子育て世代の経済的な負担の軽減を図り

ます。 

 

⑧子どもたちが安心・安全に利用できるよう、各こども

園、児童福祉施設等の適切な維持管理を行います。 

 

  



イ 高齢者等の保健及び福祉 イ 高齢者の保健及び福祉 

①ひとり暮らし高齢者が地域の中で安心して暮らすことが

できるよう、各種生活支援サービスを充実させ、健康保

持や孤独感の解消、安否確認等に取り組みます。 

①全ての高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることがで

きるよう、地域での見守り体制の充実を図ります。 

②認知症高齢者の早期発見・保護に努めます。また、認知

症高齢者の家族への支援に積極的に取り組みます。 

②ひとり暮らし高齢者が安心して暮らすことができるよ

う、緊急通報体制等の整備、各種サービスの支援、安否

確認などを実施し、高齢者の生活支援の充実に努めま

す。 

③要介護状態となることの予防や要介護状態の軽減を図

り、高齢者ができるだけ自立した生活を送れるよう、「い

こいのプラザ」を中心として、さまざまな介護予防教室

を開催します。また、「いこいのプラザ」の適切な維持管

理を行います。 

③要介護状態となることの予防や要介護状態の軽減、でき

るだけ自立した生活を送れるよう、高齢者が利用できる

サービスとして、様々な介護予防教室を開催します。 

④敬老事業を実施し、長寿をたたえ、高齢者を敬愛する思

想の普及に努めます。 

④敬老事業を実施し、長寿をたたえ、高齢者を敬愛する思

想の普及に努めます。 

⑤地域密着型の通所施設「ハートピアいなしき」における

各種支援事業の充実に努めるとともに、適切な維持管理

を行います。 

 

⑥地域に密着し総合的な保健サービスを提供する施設であ

る保健センターの適切な維持管理を行います。 

 

⑦地域福祉活動の中心的役割を担う稲敷市社会福祉協議会

の拠点施設である江戸崎福祉センターの適切な維持管理

 



を行います。 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢者

等の保健及

び福祉の向

上及び増進 

(1)児童福

祉施設 

子育て支援センタ

ー維持管理事業 
市  

放課後児童クラブ

維持管理事業 
市  

こどもの居場所づ

くり事業 
市  

(2)認定こ

ども園 

認定こども園建設

事業（既存施設解

体、移転先検討、

新規用地購入等を

含む） 

市 
民間 
事業者 

 

認定こども園（長

寿命化）改修事業 

市 
民間 
事業者 

 

認定こども園防災

機能強化事業（建

築非構造部材の耐

震対策） 

市 
民間 
事業者 

 

(3)高齢者

福祉施設 

いこいのプラザ維

持管理事業 
市  

福祉センター維持 市  

 持続的発

展施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢者

等の保健及

び福祉の向

上及び増進 

(1)児童福

祉施設 

子育て支援センタ

ー建設事業 

市 
民間 
事業者 

 

(2)認定こ

ども園 

認定こども園建設

事業（既存施設解

体、移転先検討、

新規用地購入等を

含む） 

市 
民間 
事業者 

 

認定こども園（長

寿命化）改修事業 

市 
民間 
事業者 

 

認定こども園防災

機能強化事業（建

築非構造部材の耐

震対策） 

市 
民間 
事業者 

 

認定こども園園児

バス運行事業 

市 
民間 
事業者 

 

(3)高齢者

福祉施設 

いこいのプラザ改

修事業 
市  

(5)障害者

福祉施設 

福祉センター改修

事業 
市  



管理事業 

(5)障害者

福祉施設 

ハートピアいなし

き維持管理事業 
市  

(7)市町村

保健センタ

ー及びこど

も家庭セン

ター 

保健センター維持

管理事業 
市  

こども家庭センタ

ー整備事業 市  

(8)過疎地域持続的発展特別事業 

 児童福祉 子どもの未来応援

商品券交付事業 
市  

認定こども園園児

バス運行事業 

市 
民間 
事業者 

 

幼児教育・保育施

設運営事業 
市  

放課後児童クラブ

事業 
市  

高齢者・

障害者福

祉 

高齢者生活支援事

業 
市  

敬老事業 市  
 

ハートピアいなし

き改修事業 
市  

(7)市町村

保健センタ

ー及び母子

健康包括支

援センター 

保健センター改修

事業 

市  

(8)過疎地

域持続的発

展特別事業 

子どもの未来応援

商品券交付事業 
市  

子ども・子育て支

援事業（幼児教

育・保育事業） 

市  

放課後児童健全育

成事業（放課後児

童クラブ） 

市  

出生届記念品贈呈

事業 
市  

高齢者生活支援事

業 
市  

家族介護継続支援

事業 
市  

徘徊高齢者等SOS

ネットワーク事業 
市  

敬老事業 市  
 

  

８ 医療の確保 ８ 医療の確保 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 



本市には、内科や歯科等の診療機関は複数ありますが、小児

科をメインとしているクリニックと産婦人科がありません。そ

のため、市民アンケート調査等でも、子育て世代からは医療機

関の充実を望む声が聞かれます。また、入院等が必要な場合

は、市外の医療機関を受診しなくてはならない状況です。 

稲敷市には内科や歯科等の診療機関は複数ありますが、小児

科をメインとしているクリニックと産婦人科がありません。そ

のため、特に若い子育て世代からは、医療機関の充実を望む声

が多く聞かれます。また、入院等が必要な場合は、対応してい

る大きな医療機関がなく、市民は自家用車等で30分以上かけて

市外の医療機関を受診しなくてはならない状況です。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

①市民が安心して医療を受けられるよう、関係機関と連携

して、市内及び近隣医療機関の医師の確保と救急医療体

制の維持を図ります。 

①自家用車を持っていない人や運転できない人でも安心し

て通院ができるよう移動手段確保の一助としてタクシー

利用券を助成します。 

②子どもの休日や夜間における急な病気への対応と不安を

解消するため、「小児救急医輪番制度」や「子ども救急電

話相談」の実施に取り組みます。 

②市民が安心して医療を受けることができるよう、市内及

び近隣医療機関の医師の確保と医療体制の充実を図りま

す。 

③通院等の移動手段確保の一助として、タクシー利用券に

よる助成を実施します。 

③休日夜間の医療機関を確保し、市民が安心して医療を受

けられる体制を整備します。 

④情報技術を活用した医療環境整備を目指し、遠隔医療の

導入についての研究を行います。 

④情報技術を活用した医療環境整備を目指し、遠隔医療の

導入についての研究を行います。 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 事業名 事業内容 事業 備考 持続的発展 事業名 事業内容 事業 備考 



施策区分 （施設名） 主体 

７ 医療の

確保 

(3)過疎地域持続的発展特別事業 

 民間病院 保健医療体制整備

促進事業 

市 

医療 

機関 

 

その他 地域公共交通対策

事業 
市 再掲 

タクシー利用券補

助事業 
市 再掲 

広域公共交通確保

事業 
市 再掲 

地域DX推進事業 市 再掲 
 

施策区分 （施設名） 主体 

７ 医療の

確保 
(3)過疎地

域持続的発

展特別事業 

地域医療環境強化

事業 

市 
民間 
医療
機関 

 

(4)その他 地域公共交通対策

事業 
市 再掲 

公共交通利用券補

助事業（タクシー

利用券補助事業） 

市 再掲 

広域公共交通確保

事業 
市 再掲 

休日診療等医療体

制確保促進事業 
市  

 

  

９ 教育の振興 ９ 教育の振興 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 

ア 学校教育 ア 義務教育 

本市には、小学校が８校、中学校が４校ありますが、少子

化の影響により児童生徒数及び学級数が減少し、教育環境へ

の影響が懸念されることから、適正規模・適正配置を目指し

た学校再編の検討を進めています。 

また、予測困難な時代の中、子どもたちはさまざまな変化

に直面しており、柔軟に対応する力を培うため、教育の果た

す役割はますます重要となっています。 

稲敷市には小学校が８校、中学校が４校あります。 

小学校については、平成17年の合併時は16校ありました

が、少子化の影響から統廃合を進めており、約15年で半減し

ました。統廃合の影響により、１つの小学校単位の学区が広

くなったため、児童の多くは遠距離通学となり、市ではスク

ールバスを運行し、通学の支援に努めています。また、閉校

した小学校の跡地の利活用が課題となっています。 



学校給食施設については、江戸崎学校給食センターと東学

校給食センターの２施設がありますが、どちらも老朽化して

いることから、新たな給食センターの整備を進める必要があ

ります。 

教育センターについては、旧鳩崎小学校を活用し、不登校

児等に対して学習支援や自立支援を実施していますが、校舎

の老朽化が著しいため、近年増加傾向にある不登校児等に対

応するための環境整備が必要です。 

中学校については、合併時の４校を維持していますが、生

徒数の減少を鑑みた今後の適正配置について検討が必要であ

るとともに、各施設とも老朽化による不具合が発生している

ことから必要に応じた改修が求められています。 

学校給食については、合併以降も桜川地区の小中学校にお

いて、自校式の給食提供を行ってきましたが、令和３年度の

桜川地区小学校統合により、小学校は学校給食センターによ

るセンター方式に切り替え、現在は桜川中学校の１校のみが

自校式での提供を続けています。稲敷市には江戸崎学校給食

センターと東学校給食センターの２つの学校給食施設があ

り、そこで桜川中学校を除く全ての小中学校と３つの幼稚園

の給食を調理しています。しかし、どちらの施設も老朽化し

ており、今後も２つの施設で業務を継続していくことは難し

いため、新たな給食センターの整備を検討しています。 

また、現在、旧鳩崎小学校を教育センターとして活用し、

市内全域の不登校児童生徒のため適応指導教室を開設して、

学習支援や自立支援を行っていますが、校舎の老朽化にとも

ない毎年、修繕を行っているとともに、屋上部分の防水機能

が失われ雨漏りも発生している状況であり、継続した学習支

援等を行うためには、稲敷市の面的中心に近い場所を候補地

として新たな教育センターの設置を検討しています。 

  

  イ 幼児教育  



本市には、市立の幼稚園が３施設ありましたが、園児数の

減少及び施設の老朽化を踏まえ、令和６年度に閉園・統合

し、現在は１施設のみとなっています。閉園施設の園児受け

入れや将来的なニーズに対応するため、適正な施設整備を行

う必要があります。 

 

  

ウ 社会体育 イ 社会体育 

本市では、旧４町村において保有していた体育施設の多く

を継続して運営・維持管理しており、老朽化に伴う修繕に多

額の費用を要していることが課題となっています。人口減

少・少子高齢化が進む中、各施設の利用状況が変化している

ことに加え、今後見込まれる税収減等を考慮し、施設の適正

規模・適正配置の検討が進められています。 

稲敷市には江戸崎・新利根・桜川の３つの総合運動公園が

あり、それぞれに野球場やテニスコート等があります。東地

区には、農業者トレーニングセンター（体育館）、野球場、

グラウンドがあり、その他にも桜川地区の和田公園に隣接し

た多目的グラウンドとなっている浮島運動広場があります。 

各施設とも各種年代の大会等が開催されるなど、一定の利

用はありますが、旧町村で保有していた施設をそのまま継続

して維持管理しているため、現在の人口規模に対して施設の

数は適正であるかの検証が求められています。また、老朽化

等による破損個所が多く出てきており、その対応が必要とな

っていることが課題となっています。 

  

エ 社会教育 ウ 社会教育 

本市には、江戸崎中央公民館、新利根公民館及び桜川公民

館並びにあずま生涯学習センターがあり、地域活動及び生涯

稲敷市には社会教育施設として、江戸崎中央公民館、新利

根公民館、桜川公民館、あずま生涯学習センター、図書館及



学習の中核的な役割を担っています。また、東地区には図書

館があり、市の中心には位置していないものの、近年では電

子図書館を充実させるなど、市民の利便性向上を図っていま

す。これらの社会教育施設は、地域のすべての人に学習する

機会を提供するため、適切な環境を整えることが必要です。 

   一方で、江戸崎地区には４つのコミュニティセンターがあ

りますが、施設の老朽化が著しく、利用者もごく一部に限ら

れている状況です。今後の施設のあり方については、関係機

関と協議を行いながら検討が進められています。 

び歴史民俗資料館、その他江戸崎地区に４つのコミュニティ

センターがあります。平成29年築の桜川公民館以外は、老朽

化の影響による修繕費の増加が課題となっています。特に、

図書館と歴史民俗資料館は旧東町時代の施設のため、位置的

にも市の中心から離れた場所にあり、今後修繕による長寿命

化を図るのか、もしくは利便性に優れた位置への移転等も視

野に入れた検討が必要です。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

ア 学校教育 ア 義務教育 

①小・中学校の適正配置について検討し、学習環境の充

実、教育水準の維持向上に取り組みます。 

①遠距離通学による児童生徒及び家庭の負担を軽減するた

めに引き続きスクールバスを運行します。 

②遠距離通学による児童生徒及び家庭の負担を軽減するた

め、スクールバスを運行します。 

②児童生徒が安心安全に学校生活を送れるよう、学校施設

の整備を図ります。 

③教育活動の充実を図るため、「教育活動バス」の運行管理

を行います。また、既存車両が老朽化していることか

ら、新規車両の導入を検討します。 

③児童生徒及び園児に安心安全な学校給食を提供できるよ

う、新たな学校給食センターの整備を検討します。ま

た、子育て世帯への支援策として、学校給食の無償化も

検討します。 

④子どもたちがグローバルな環境で将来活躍するような希

望を持てるよう、学力全体の向上を図る契機として、英

④ICTを活用して教育内容の充実を図るとともに、地域の歴

史・文化・風土を体験する機会の充実を図ります。 



語検定試験合格に向けての支援強化に取り組みます。 

⑤ICT機器を効果的に活用した授業を推進し、情報活用能力

を育てる教育の充実及び学習意欲・学習効果の向上を図

ります。 

 

⑥特別支援教育支援員の配置及び特別支援学校の巡回相談

事業の活用などにより、特別支援教育の充実を図りま

す。 

 

⑦本市の実情に合った学校部活動の適切な運営体制、指導

体制の検討を進めます。 

 

⑧学校教職員等の福利を図るため、教職員住宅の適切な維

持管理を行います。 

 

⑨安心・安全でおいしい給食を提供するため、老朽化した

学校給食センターの再編整備を推進します。また、学校

給食の無償化に取り組みます。 

 

⑩教育センターは、老朽化が著しいことから移転を含めた

検討を行います。 

 

  

イ 幼児教育  

①みのり幼稚園は、ゆたか幼稚園との統合による園児数増

加への対応や 将来の官民連携によるこども園化を見据

え、適正な施設整備を行います。 

 

②幼稚園の園児バスを運行し、広範囲となる通園エリアへ  



の対応及び園児の安全対策を行います。 

  

ウ 社会体育 イ 社会体育 

①公共施設再編方針等に基づき、持続可能で適正な施設規

模となるよう統廃合に取り組みます。 

①桜川総合運動公園は市内外の競技会等に対応できる社会

体育の活動拠点として施設のグレードアップ等の整備を

推進します。 

②今後も継続する施設については、市民が安心・安全に利

用できるよう適切な維持管理を行います。 

②浮島運動広場は隣接する和田公園との繋がりも意識し、

柔軟に利活用が可能な施設として整備します。 

③施設再編・利活用や民間活力の導入等により、市民ニー

ズに対応したサービス向上と効率的な維持保全によるコ

スト削減を図ります。 

③江戸崎体育館は指定避難所であり、危機管理課と連携し

支援物資等を配備し、災害時に備えた体制整備に努めま

す。 

 ④農業者トレーニングセンターは旧耐震基準の施設のた

め、利用状況を確認し必要な安全対策を講じます。 

 ⑤新利根総合運動公園は、施設の長寿命化を図るため、予

防的修繕等を行っていきます。 

 ⑥江戸崎、新利根総合運動公園等は今後、人口一人当たり

の適正規模や利用状況をふまえ、機能の集約化を促進し

ます。 

 ⑦部活動の地域移行に対応するため、前述のような施設の

整備とともに、指導者の確保を進めます。 

  

エ 社会教育 ウ 社会教育 



①気軽に利用できる地域活動・生涯学習の拠点として、公

民館、あずま生涯学習センター及び図書館の適切な維持

管理を行います。 

①江戸崎中央公民館は、市のメイン公民館として位置付

け、生涯学習活動を展開するため、大規模改修を検討

し、トータルコストの縮減を図ります。 

②スマートフォンやタブレット端末でいつでもどこでも自

由に読書のできる電子図書館の機能強化、拡充に努めま

す。 

②あずま生涯学習センターは、稲敷市東部の生涯学習活動

の拠点として位置付け、予防保全により長期的な視点で

計画的にコストの縮減・平準化を目指した上で生涯学習

活動を展開していきます。 

 ③図書館・歴史民俗資料館は計画的な修繕により長寿命化

を図りながら、今後の在り方について検討を進めていき

ます。 

③コミュニティセンターは、利用状況等を把握した上で、

関係機関と協議を行い、廃止を含め今後のあり方を検討

していきます。 

④コミュニティセンターは、利用状況等を把握した上で、

関係機関と協議を行い、適宜修繕を実施しながら今後の

利活用を検討していきます。 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

８ 教育の

振興 

(1)学校教

育関連施設 

小中学校長寿命化

改修事業 
市  

小中学校大規模改

修事業 
市  

小中学校防災機能 市  

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

８ 教育の

振興 

(1)学校教

育関連施設 

沼里小学校体育館

大規模改修事業 
市  

あずま東小学校屋

上等防水改修事業 
市  

あずま北小学校外 市  



強化事業（建築非

構造部材の耐震対

策） 

小中学校体育館空

調設置事業 
市 再掲 

教職員住宅維持管

理事業 
市  

学校給食センター

整備事業 
市  

教育センター維持

管理事業 
市  

ICT教育環境整備

推進事業 
市  

教育バス運行事業 市  

(2)幼稚園 幼稚園改修事業 市  

幼稚園長寿命化改

修事業 
市  

(3)集会施

設、体育施

設等 

公民館維持管理事

業 
市  

江戸崎地区コミセ

ン維持管理事業 
市  

総合運動公園整備

事業 
市  

社会体育施設整備

事業 
市  

図書館維持管理事

業 
市  

あずま生涯学習セ 市  

壁等改修事業 

東中学校第一体育

館大規模改修事業 
市  

東地区統合小学校

建設事業 
市  

小中学校体育館空

調設置事業 
市  

小中学校長寿命化

改修事業 
市  

桜川中学校武道場

改修事業 
市 

 

小中学校大規模改

修事業 
市 

 

小中学校防災機能

強化事業（建築非

構造部材の耐震対

策） 

市 

 

小中学校スクール

バス運行事業 
市 

 

学校給食センター

整備事業 
市 

 

教育センター整備

事業 
市 

 

(2)幼稚園 幼稚園改修・建設

事業（既存施設解

体、移転先検討、

新規用地購入等を

含む） 

市 

 



ンター維持管理事

業 

(4)過疎地域持続的発展特別事業 

 幼児教育 幼稚園園児バス運

行事業 
市  

義務教育 小中学校スクール

バス運行事業 
市  

語学指導事業 市  

学校教育支援・特

別支援事業 
市  

運動指導者確保・

育成推進事業 

市 

NPO等 
 

生涯学

習・スポ

ーツ 

図書館サービス事

業 市  

その他 学校給食魅力アッ

プ事業 
市  

学校給食無償化事

業 
市  

 

幼稚園長寿命化改

修事業 
市 

 

幼稚園防災機能強

化事業（建築非構

造部材の耐震対

策） 

市 

 

幼稚園園児バス運

行事業 
市 

 

(3)集会施

設、体育施

設等 

総合運動公園整備

事業 
市 

 

社会体育施設整備

事業 
市 

 

公民館施設整備事

業 
市 

 

コミュニティセン

ター整備事業 
市 

 

図書館整備事業 市  

歴史民俗資料館整

備事業 
市 

 

(4)過疎地

域持続的発

展特別事業 

運動指導者確保・

育成推進事業 

市 

NPO等 

 

学校給食魅力アッ

プ事業 
市  

学校給食無償化事

業 
市 

 

図書館サービス事

業 
市 

 

 



10 集落の整備 10 集落の整備 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 

本市は、地形的な制限がなく可住地面積が広いのが特徴で

す。そのため、長い歴史の中で各所に点在して集落が形成され

てきました。本市には97の行政区がありますが、核家族化や生

活様式の多様化、年々増加する空き家等により、地域コミュニ

ティの希薄化が進行している状況です。 

  持続可能な生活圏を形成するためには、既存の地域コミュニ

ティを尊重しながら、集落間を結ぶネットワーク圏を整備し一

定の利便性を確保するとともに、特に若い世代から「選んでも

らえる」住環境を提供することが必要です。 

稲敷市には98の行政区がありますが、合併前の旧４町村単位

はもちろんのこと、昭和の大合併時の旧々町村単位において各

地区に小学校があったため学区としての意識もあり、地域住民

には旧々町村単位での地域分けが根付いています。 

住宅地は古くからの集落形成となっているため、生活道路と

しては狭小で整備困難な箇所が多くあります。また、地域の商

店やガソリンスタンド等は、コンビニエンスストアや大型店の

影響に加え後継者問題等もあり、次々と閉業している状況で

す。 

少子化の流れは深刻で、平成17年の稲敷市誕生時には16校あ

った小学校が令和３年度には８校になりました。これにより、

子どもの教育環境が変わっただけでなく、地域の繋がり意識が

希薄になっていく可能性もあることから、今後は地域コミュニ

ティの更なる強化が求められます。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

①行政区など地域の生活に根差した団体の連携を促し、そ

の地域の特性に応じた、協働のまちづくりを進めます。 

①地域コミュニティの維持・強化を図るため、行政区等が

行う地域活性化活動を積極的に支援します。 

②市民が安全に、安心してコミュニティ活動ができる環境

づくりをサポートし、市民が主体となったコミュニティ

②若年世代・子育て世代が新たな居住地（マイホーム建設

場所）として稲敷市を選択肢に入れられるような宅地分



活動の取組を促進します。 譲を促進します。 

③地域の活動や交流の拠点となる共同利用施設の適切な維

持管理により、地域住民が主体となったコミュニティ活

動の活性化を図ります。 

③地域の問題や課題を共有するとともに、解決のための取

り組みに自分事として参加できる環境づくりを進めるた

め、公民館機能の充実、情報技術の活用、参加の仕組み

（ガイドライン）の整備などを推進します。 

④日常の買い物に不便を感じている高齢者等の買い物支援

事業の充実を図ります。 

 

⑤公共交通の利用促進を図るため、待合環境や利便性の向

上を図るとともに、交通結節拠点の整備を実施します。

（再掲） 

 

⑥専門家・専門機関等と連携することで空き家バンク制度

を強化し、市民や企業等と情報共有を図りながら空き家

の利活用を促進します。（再掲） 

 

⑦公共施設の統廃合などにより未活用となっている遊休市

有地を活用して、定住促進住宅等の整備や住宅用地の提

供、民間施設の立地促進等を図ります。 

 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

９ 集落の

整備 

(1)過疎地

域集落再編

集落集会施設等整

備事業 
市  

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

９ 集落の

整備 

(1)過疎地

域集落再編

宅地開発分譲検討

事業 
市 

 



整備 共同利用施設管理

事業 
市  

定住促進住宅等整

備事業 
市 再掲 

宅地開発分譲検討

事業 
市 再掲 

(2)過疎地域持続的発展特別事業 

 集落整備 行政区制度運用事

業 
市  

高齢者等買い物支

援事業 
市  

地域公共交通対策

事業 

市 
再掲 

空き家バンク事業 市 再掲 
 

整備 子育て世帯住宅建

設事業 
市 再掲 

(3)その他 区長制度運用事業 市  

地域活動活性化支

援事業 
市  

 

  

11 地域文化の振興等 11 地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 

本市には、国指定史跡の広畑貝塚、国選択及び市指定の無形民

俗文化財のあんば囃子をはじめとして、国、県、市指定の文化財

や遺跡など多くの歴史的財産が所在しています。これらの文化・

歴史遺産は、地域を知るために欠かすことのできない資料です。

しかし、伝統芸能など無形の文化財は、後継者不足により技芸の

保存継承に課題がみられます。 

また、歴史民俗資料館では、郷土資料の収集、保管、展示等

を行っていますが、施設が老朽化していることから、計画的な

稲敷市には国指定史跡の広畑貝塚、国選択及び市指定の無形

民俗文化財のあんば囃子をはじめとして、県指定・市指定の多

くの文化財があります。これらの文化・歴史遺産は、地域を知

るためには欠かすことのできない資料です。しかし、伝統芸能

など無形の文化財は、後継者不足により技芸の保存継承に課題

がみられるようになっています。そのため、例えばあんば囃子

は、次世代への継承のため、阿波地区の貴重な地域文化とし

て、保存会の会員による指導のもと、子どもたちへ受け継がれ



修繕等が必要となっています。 

 

ています。 

また、住宅建築、砂利採取事業、開発行為等に伴う埋蔵文化

財の有無の照会事務、試掘調査や文化財保護法による届出等、

将来的に継続する埋蔵文化財の保護活動の事務の円滑化が課題

となっています。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

①国、県、市指定の文化財の適切な維持管理を支援しま

す。 

①各種指定文化財への補助金交付や、指定となっている伝

統芸能の保存継承活動の支援などに努めます。 

②地域の資源である伝統文化や芸能などは、地域の人々と

ともに次世代への伝承に努めます。 

②未指定文化財の調査を行い、新たな指定文化財を指定し

ます。 

③郷土に対する関心を高めるため、生まれ育った地域の伝

統や文化、産業について学ぶ「ふるさと学習」の充実を

図ります。 

③文化財の見学会や公開イベント、広報への記事掲載等を

企画・実施し、市民と文化財をつなぐ手助けに努めま

す。 

④埋蔵文化財の所在と内容を可能な限り把握し周知に努め

ることで、開発事業者等と埋蔵文化財保護の認識を共有

します。 

④遊山講など、古くから地域で行われてきた催事について

は、世代間交流や高齢者の見守りなどの機会として継承

できるよう、市民参加を促進します。 

⑤歴史民俗資料館は、展示方法に工夫を凝らすとともに、

来訪者が安全で滞在しやすい施設を目指します。 

 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 



持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

10 地域文

化の振興等 

(1)地域文

化振興施設

等 

歴史民俗資料館維

持管理事業 
市 

 

(2)過疎地域持続的発展特別事業 

 地域文化

振興 

文化財保護事業 市  

ふるさと学習事業 市  

埋蔵文化財対策事

業 

市 
 

 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

10 地域文

化の振興等 

(2)過疎地

域持続的発

展特別事業 

文化財保存のため

の助成事業 
市  

文化財保護の推進

と利活用 
市 

 

埋蔵文化財対策事

業 
市 

 

 

  

12 再生可能エネルギーの利用の促進 12 再生可能エネルギーの利用の促進 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 

本市は、令和４年に「稲敷市ゼロカーボンシティ宣言」を表

明し、環境にやさしいまちづくりの推進に取り組んでいます。 

  行政においては一部の小中学校や行政施設に、民間において

は山林や原野を中心に太陽光発電設備が設置されています。 

  また、令和５年には地域新電力会社が設立され、官民連携の

もと、エネルギーの地産地消、再生可能エネルギーの創出に取

り組んでいます。 

持続可能かつ災害時にも対応可能なまちづくりの推進のた

め、再生可能エネルギーのさらなる利用拡大に取り組む必要が

あります。 

われわれが日常生活を送るうえで石油等の化石燃料は欠かせ

ないものとなっていますが、化石燃料は限りある資源であり、

使用することによる大気汚染や地球温暖化等は本市の基幹産業

である農業にとっても深刻な問題です。 

稲敷市における再生可能エネルギーの状況は、一部の小中学

校や行政施設に太陽光発電設備を設置しているのみに留まりま

すが、民間側に目を向けると、山林や原野を中心とした至ると

ころに企業や個人所有の太陽光発電設備が存在しています。 

東日本大震災は本市にも大きな被害をもたらしたことはまだ

記憶に新しいところですが、東京電力福島第一原子力発電所の

事故以来、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの普及



が課題となっており、市としても循環型社会、自然共生社会、

低炭素社会の構築を目指します。 

  

（２）その対策 （２）その対策 

①自然エネルギーを活用した電力、通信、水、衛生面の自

立的インフラを構築するため、地元企業と連携し、地域

内の経済循環と雇用を生み出す新たなローカルビジネス

を推進します。 

①自然エネルギーを活用した電力、通信、水、衛生面の自

立的インフラを想定し、運営は地元企業と連携して、地

域内の経済循環と雇用を生み出す新たなローカルビジネ

スを推進します。 

②一般家庭への新エネルギー設備導入支援など、国や茨城

県と連携を図りながら、太陽光発電や風力発電等の自然

エネルギーの導入促進に努めます。 

②温室効果ガスの削減を図り、低炭素社会作りによる環境

保全の推進を目的に、個人住宅に太陽光発電設備と連携

した蓄電池の導入補助金を交付します。 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

11 再生可

能エネルギ

ーの利用の

促進 

(1)再生可

能エネルギ

ー利用施設 

地域エネルギーサ

ービス導入検討事

業 

市  

(2)過疎地域持続的発展特別事業 

 再生可能

エネルギ

ー利用 

再生可能エネルギ

ー導入促進事業 市  

 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

11 再生可

能エネルギ

ーの利用の

促進 

(1)再生可

能エネルギ

ー利用施設 

地域エネルギーサ

ービス導入検討事

業 

市  

(2)過疎地

域持続的発

展特別事業 

再生可能エネルギ

ー導入促進事業 市  

 



13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点 

ア 自然環境の保全及び再生  

本市は、美しい水と緑に囲まれ、豊かな自然環境に恵まれ

ています。水辺環境や里山の保全は、多様な生態系を維持す

るとともに、未来の子どもたちの原風景を守ることにもつな

がります。 

近年では、特定外来生物の「ナガエツルノゲイトウ」が新

利根川流域を中心に繁茂拡大しているとともに、「スクミリン

ゴガイ（ジャンボタニシ）」による農作物への被害が発生して

おり、大きな問題となっています。 

稲敷市は霞ヶ浦、利根川、新利根川、小野川などの美しい水

辺環境に恵まれています。季節により、市外から多くの釣客や

バードウォッチング愛好家が訪れますが、市民意識調査等では

その環境を活かしきれていないという意見が多く見られまし

た。 

稲敷市では児童数の減少から、平成17年の稲敷市誕生時には1

6校あった小学校が令和３年度には８校になりました。閉校した

小学校のうち６か所については、跡地の利活用方法が決定して

いないため、庁内横断的に検討を行っています。大規模な敷地

と施設を有する学校跡地については、市全体のまちづくりの方

向性と地域住民の意向を尊重し、地域を活性化させるという観

点から有効に活用していくことが、本市の重要な課題となって

います。 

  

イ 廃校跡地等の利活用  

本市では、児童数の減少から、平成17年の合併時には16校

あった小学校が令和３年度には８校になりました。閉校した

小学校のうち跡地の利活用方法が決定していないものについ

ては、庁内横断的に検討を行っています。 

 



ウ 市役所本庁舎・支所  

本市では、旧４町村の役場庁舎を活用し、行政機能を４か

所に分散して配置する分庁舎方式を採用していましたが、各

施設の老朽化や市民の利便性、災害時の対応等を鑑み、平成2

8年５月に市役所本庁舎を開庁しました。併せて、広大な市域

において窓口サービスを確保するため、東地区に東支所を設

置しています。 

   今後も行政・防災の拠点施設として機能維持を図るととも

に、その一方で、持続可能な窓口サービスのあり方を検討し

ていく必要があります。 

 

  

エ 広域連携  

人口減少・少子高齢化が進展する中、本市を含む多くの地

方自治体においては、インフラの老朽化や専門人材の不足と

いった資源制約が深刻化しています。これらの課題に対応す

るため、地方自治体が相互に資源を融通し、共同で活用して

いく広域連携の視点が一層重要となっています。 

 

  

（２）その対策 （２）その対策 

ア 自然環境の保全及び再生  

豊かな水辺環境を保全するため、市民や流域市町村との連

携により、外来植物等の対策に取り組みます。 

①美しい水辺環境が、市外からの釣客やバードウォッチン

グ愛好家だけでなく、市民にとってのシビックプライド



となるよう環境整備やツーリズムの展開を推進します。 

 ②土地の利活用としては、非線引き都市計画区域や市街化

区域は市街化調整区域と比べ、土地の利用に対する規制

が比較的柔軟であり、活用しやすいと言え、桜川地区と

東地区は非線引き都市計画区域となっています。   

稲敷市では平成27年３月に「学校跡地等利活用計画」が

策定され、以下のように基本的な考え方が示されおり、

この考え方に基づき事業を推進します。 

  

 １ 学校跡地利活用の基本方針 

 基本方針-１：全市的な行政需要への対応 

 学校跡地は、市民共有の貴重な財産であることから、総

合計画におけるまちづくりの将来都市像や市の重要施策と

の整合性に留意し、市民全体の利益の観点から、全市的な

行政需要へ対応できる有効活用策の実現を図ります。 

  

 基本方針-２：地域住民の利用等、地域ニーズを十分に踏ま

えた活用 

 学校は、地域住民の代々の学びの場として、地域とのか

かわりも深く、地域の核となってきました。また、地域住

民にとっては、コミュニティや地域活動を支える中心的な

場でもあり、地域のシンボル的な存在となってきました。



学校が、このように地域の中で重要な役割を担ってきたこ

とを踏まえ、跡地の利活用としては、地域の意向やニーズ

に十分配慮して活用していきます。 

  

 基本方針-３：民間事業者等の活用 

 民間事業者等による跡地の利活用としては、市の重要施

策の実現に寄与することに加え、地域の意向を尊重し、そ

の上で事業者等の健全性、事業内容の安定性・継続性とと

もに市や地域へ与える影響等を十分考慮した上で、活用し

ていきます。 

  

 基本方針-４：中・長期的な視野に立った活用 

 中・長期的な視野に立ち、新たに生じる行政需要への対

応等、多様化する市民ニーズを考慮し将来を見通した上

で、活用していきます。 

  

 ２ 利活用にあたっての配慮事項 

 配慮事項-１：地域防災への配慮 

 学校跡地は、閉校後も引き続き市の避難所として指定さ

れているなど、地域防災の拠点施設でもあることから、跡

地利用の検討と併せ、地域の防災拠点の確保についても検

討していきます。 



 配慮事項-２：暫定利用の検討 

 学校跡地利用については、本格的な利活用に至るまでに

はそれ相応の時間を要することが想定されるとともに、

中・長期的な視点に立ち将来的な行政ニーズに弾力的に対

応できるよう、新たな行政需要が生じた際の利活用に備え

ておくことも必要です。したがって、本格的な利活用に至

るまでの一定期間については、一時的な行政需要への対応

や地域コミュニティの場としての利用、事業者への貸付な

どの暫定利用についても検討します。なお、利用を認める

にあたっては、利用目的や利用期間などについて必要な検

討を行います。 

  

イ 廃校跡地等の利活用  

①サウンディング型市場調査により、不動産市場における

ポテンシャルを把握します。 

 

②今後の学校再編状況を踏まえ、「学校跡地等利活用計画」

等の方針に基づき、市全体のまちづくりの方向性と地域

住民の意向を尊重し、地域を活性化させるという観点か

ら有効に活用していきます。 

 

  

ウ 市庁舎・支所  

①市民が安心・安全に利用できるよう、また、災害時等の  



有事に対応できるよう適切な維持管理を行います。 

②窓口サービスのあり方について検討し、市民の利便性の

維持・向上に努めます。 

 

  

エ 広域連携  

共通の課題を持つ市町村との情報共有・連携を強化し、相

乗効果によって地域課題の解決に取り組めるよう検討を進め

ます。 

 

  

（３）計画 （３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

  自然環境保全及び

再生事業 

市 

NPO等 
 

廃校舎等解体及び

利活用事業 
市  

本庁舎維持管理事

業 
市  

東支所維持管理事

業 
市  

広域連携推進事業 市  
 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

12 その他

地域の持続

的発展に関

し必要な事

項 

 

自然環境保全及び

再生事業 
市 

NPO等 
 

廃校舎等解体及び

利活用事業 市 
 

 

  

事業計画（令和８年度～令和12年度）過疎地域持続的発展特別事 事業計画（令和３年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事



業分（再掲） 業分（再掲） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１ 移住・

定住・地域

間交流の促

進、人材育

成 

(4)過疎地

域持続的発

展特別事業 

若年夫婦

世帯及び

若年子育

て世帯住

宅取得支

援事業 

市 

多様な人材の

確保及び地域

社会の担い手

となる人材の

育 成 に 寄 与

し、その効果

は将来に及ぶ

ものである。 
結婚新生

活支援事

業 

市 

社宅等整

備支援事

業 

市 

空き家バ

ンク事業 
市 

シティプ

ロモーシ

ョン推進

事業 

市 

サイクリ

ング推進

事業 

市 

都市農村

交流事業 
市 

地区拠点

施設にお
市 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１ 移住・

定住・地域

間交流の促

進、人材育

成 

(4)過疎地

域持続的発

展特別事業 

社宅等整

備支援事

業 

 

市 

若年層、子育

て世代の住宅

支援を行い、

定住者の確保

に つ な げ ま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



ける地域

づくり支

援事業 

高校生・

大学生等

連携事業 

市 

航空業界

学習事業 
市 

２ 産業の

振興 

(10)過疎地

域持続的発

展特別事業 

耕作放棄

地対策事

業 

市 

農林水産業、

商工業等の産

業の振興及び

観光の開発に

寄与し、その

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

農作物有

害鳥獣対

策事業 

市 

農業経営

所得安定

対策事業 

市 

農業経営

基盤強化

促進事業 

市 

ICTを活

用したス

マート農

業の導入

支援事業 

市 

農産物振

興事業 
市 

環境保全 市 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 産業の

振興 

(10)過疎地

域持続的発

展特別事業 

農業経営

所得安定

対策事業 

市 

各種事業者を

多方面から支

援することに

より、地場産

業の振興を図

ります。 

農業経営

基盤強化

促進事業 

市 

環境保全

型農業推

進事業 

市 

多面的機

能支払交

付金事業 

市 

都市農村

交流事業 
市 

耕作放棄

地対策事

業 

市 

農産物振

興事業 
市 

農作物有 市 



型農業推

進事業 

多面的機

能支払交

付金事業 

市 

畜産振興

事業 
市 

水産業振

興事業 
市 

林業振興

事業 
市 

商工業振

興事業 

市 
商工会 

自治金融

制度 
市 

起業・就

業支援事

業 

市 
商工会 

農産物振

興事業

（6次産

業化） 

市 

民間 

企業 

観光事業 

市 

観光 

協会 

サイクリ

ング推進

事業 

市 

害鳥獣駆

除対策事

業 

畜産振興

事業 
市 

水産業振

興事業 
市 

林業振興

事業 
市 

商工業振

興事業

（商工会

運営補

助） 

市 

自治金融

制度 
市 

就労支

援・企業

情報発信

事業 

市 

官民連携

産業活性

化事業 

市 

民間 

企業 

 

 

 

 

 



シティプ

ロモーシ

ョン推進

事業 

市 

企業立地

推進事業 
市 

３ 地域に

おける情報

化 

(2) 過疎地

域持続的発

展特別事業 

地域DX推

進事業 
市 

情報通信技術

の利用の機会

の格差の是正

及び市民の利

便性の向上並

びに産業の振

興、医療及び

教育の充実等

に寄与し、そ

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

広報広聴

事業 

 

市 

４ 交通手

段の整備、

交通手段の

確保 

(9)過疎地

域持続的発

展特別事業 

地域公共

交通対策

事業 

市 

市道等の交通

施設の整備及

び地域旅客運

送サービスの

持続可能な提

供に寄与し、

その効果は将

来に及ぶもの

である。 

タクシー

利用券補

助事業 

市 

広域公共

交通確保

事業 

市 

高速バス 市 

 

 

 

 

 

 
３ 地域に

おける情報

化 

(2) 過疎地

域持続的発

展特別事業 

行政情報

提供強化

事業 

市 

行政とともに

地域住民の情

報通信技術活

用を推進しま

す。 

生涯学習

講座開催

事業 

 

 

 

 

 

 

市 

４ 交通手

段の整備、

交通手段の

確保 

(9)過疎地

域持続的発

展特別事業 

地域公共

交通対策

事業 

市 

生活に必要な

移動手段（旅

客運送サービ

ス）の提供を

確保します。 

公共交通

利用券補

助事業

（タクシ

ー利用券

補助事

業） 

市 



誘致推進

事業 

 

 

 

 

５ 生活環

境の整備 

(7)過疎地

域持続的発

展特別事業 

水道加入

推進事業 
市 

住宅及び水の

確保、汚水及

び廃棄物の処

理その他の快

適な生活環境

づくりに寄与

し、その効果

は将来に及ぶ

ものである。 

下水道接

続促進事

業 

市 

排水設備

工事資金

補助事業 

市 

高度処理

型浄化槽

設置補助

事業 

市 

不法投棄

対策事業 
市 

防災情報

通信強化

事業 

市 

防災備蓄

整備事業 
市 

消防団運

営事業 
市 

自主防災 市 

広域公共

交通確保

事業 

市 

高速バス

誘致推進

事業 

市 

５ 生活環

境の整備 

(7)過疎地

域持続的発

展特別事業 

防災情報

通信強化

事業 

市 

防災・防犯を

強化し、安心

安全な生活環

境を確保しま

す。 
防災備蓄

整備事業 
市 

消防団活

動活性化

事業 

市 

自主防災

組織育成

事業 

市 

防犯カメ

ラ設置事

業 

市 

防犯灯設

置維持管

理事業 

市 

青色パト

ロールカ

ー購入事

業 

市 

空き家対 市 



組織育成

事業 

空き家対

策事業 
市 

耐震改修

促進事業 
市 

急傾斜地

対策事業 

 

 

 

 

市 

６ 子育て

環境の確

保、高齢者

等の保健及

び福祉の向

上及び増進 

(8)過疎地

域持続的発

展特別事業 

子どもの

未来応援

商品券交

付事業 

市 

子育て支援や

介護サービス

等の確保及び

充実、施設整

備、住民負担

の軽減等に寄

与し、その効

果は将来に及

ぶ も の で あ

る。 

認定こど

も園園児

バス運行

事業 

市 
民間 
事業者 

幼児教

育・保育

施設運営

事業 

市 

放課後児

童クラブ

事業 

市 

高齢者生 市 

策事業 

不法投棄

対策事業 
市 

耐震改修

促進事業 
市 

急傾斜地

対策事業 
市 

市営公園

等管理・

グレード

アップ事

業 

市 

６ 子育て

環境の確

保、高齢者

等の保健及

び福祉の向

上及び増進 

(8)過疎地

域持続的発

展特別事業 

子どもの

未来応援

商品券交

付事業 

市 

子育て世代を

支援し、定住

促進を図りま

す。 

子ども・

子育て支

援事業

（幼児教

育・保育

事業） 

市 

放課後児

童健全育

成事業

（放課後

児童クラ

ブ） 

市 



活支援事

業 

敬老事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 

７ 医療の

確保 

(3)過疎地

域持続的発

展特別事業 

保健医療

体制整備

促進事業 

市 

医療

機関 

医 師 等 の 確

保、医療機関

の協力体制の

整備等に寄与

し、その効果

は将来に及ぶ

ものである。 

地域公共

交通対策

事業 

市 

タクシー

利用券補

助事業 

市 

広域公共

交通確保

事業 

市 

地域DX推

進事業 
市 

出生届記

念品贈呈

事業 

市 

高齢者生

活支援事

業 

市 

高齢者やその

家族が安心し

て暮らせるよ

うサービスを

提供します。 

 

 

家族介護

継続支援

事業 

市 

徘徊高齢

者等SOS

ネットワ

ーク事業 

市 

敬老事業 市 

７ 医療の

確保 

(3)過疎地

域持続的発

展特別事業 

地域医療

環境強化

事業 

市 

民間 

医療 

機関 

市民が安心し

て医療を受け

ることができ

るよう、医療

体制の充実を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 教育の

振興 

(4)過疎地

域持続的発

展特別事業 

幼稚園園

児バス運

行事業 

市 

公 立 小 中 学

校、社会教育

施設、社会体

育施設等の整

備、通学支援、

地域の特性に

応じた教育の

充実等に寄与

し、その効果

は将来に及ぶ

ものである。 

小中学校

スクール

バス運行

事業 

市 

語学指導

事業 
市 

学校教育

支援・特

別支援事

業 

市 

運動指導

者確保・

育成推進

事業 

市 

NPO等 

図書館サ

ービス事

業 

市 

学校給食

魅力アッ

プ事業 

市 

学校給食

無償化事

業 

市 

９ 集落の

整備 

(2)過疎地

域持続的発

行政区制

度運用事
市 

基幹集落と周

辺集落とのネ

８ 教育の

振興 

(4)過疎地

域持続的発

展特別事業 

運動指導

者確保・

育成推進

事業 

市 

NPO等 

子育て世代を

支援し、定住

促進を図りま

す。 

学校給食

魅力アッ

プ事業 

市 

学校給食

無償化事

業 

市 

図書館サ

ービス事

業 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 



展特別事業 業 ットワーク圏

の整備、集落

におけるコミ

ュニティの維

持 等 に 寄 与

し、その効果

は将来に及ぶ

ものである。 

高齢者等

買い物支

援事業 

市 

地域公共

交通対策

事業 

市 

空き家バ

ンク事業 
市 

10 地域文

化の振興等 

(2)過疎地

域持続的発

展特別事業 

文化財保

護事業 
市 

多様な文化的

所産の保存及

び活用並びに

担い手の育成

等に寄与し、

その効果は将

来に及ぶもの

である。 

ふるさと

学習事業 
市 

埋蔵文化

財対策事

業 

 

 
 

 

市 

11 再生可

能エネルギ

ーの利用の

促進 

(2)過疎地

域持続的発

展特別事業 

再生可能

エネルギ

ー導入促

進事業 

市 

自然的特性を

生かしたエネ

ル ギ ー の 利

用、地域資源

を活用した再

生可能エネル

ギーの推進に

寄与し、その

効果は将来に

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 地域文

化の振興等 

(2)過疎地

域持続的発

展特別事業 

文化財保

存のため

の助成事

業 

市 

地域に伝承さ

れてきた貴重

な歴史を適正

に保存し、後

世に受け継ぎ

ます。 
文化財保

護の推進

と利活用 

市 

埋蔵文化

財対策事

業 

市 

11 再生可

能エネルギ

ーの利用の

促進 

(2)過疎地

域持続的発

展特別事業 

再生可能

エネルギ

ー導入促

進事業 
市 

自然的特性を

生かしたエネ

ルギーを利用

し、環境への

負荷の低減を

図ります。 
 



及ぶものであ

る。 

12 その他

地域の持続

的発展に関

し必要な事

項 

 自然環境

保全及び

再生事業 

市 

NPO等 

地域資源の保

全及び活用、

持続可能な自

治体運営等に

寄与し、その

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

広域連携

推進事業 

 

市 

 

  

 


